
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
十
号
（
一
九
八
四
年
三
月
）

公
任
年
譜

要
旨
藤
原
公
任
の
康
保
三
年
（
九
六
六
）
の
誕
生
か
ら
、
長
久
二
年
（
一
○
四
二
正
月
に
没
す
る
ま
で
の
生
涯
に
つ
い
て
、
そ

の
文
学
的
な
活
動
を
中
心
に
し
な
が
ら
主
要
な
事
項
を
年
次
ご
と
に
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
資
料
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
諸
記
録
と

『
公
任
集
』
な
ど
の
私
家
集
を
用
い
た
が
、
後
者
は
年
月
を
特
定
で
き
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、
推
定
可
能
な
範
囲
で
年
譜
に
挿
入
し
た
。

な
お
、
巻
末
に
は
『
公
任
集
』
の
詠
作
年
次
一
覧
を
付
し
た
。

考

伊
井
春
樹
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四
月
十
日
左
大
臣
頼
忠
一
女
遵
子
（
公
任
姉
、
二
十
二
歳
）
入
内
（
栄
花
物
語
・
日
本
紀
略
・
大
鏡
裏
書
・
一
代
要
記
）
。
五
月
二

十
二
日
に
は
女
御
と
な
る
（
日
本
紀
略
・
大
鏡
裏
書
）
。

天
元
三
年
（
九
八
○
）
正
五
位
下
侍
従
十
五
歳

二
月
二
十
五
日
公
任
、
清
涼
殿
に
お
い
て
元
服
し
、
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
。
円
融
天
皇
の
出
御
の
も
と
で
催
さ
れ
、
理
髪
は
遠

度
、
加
冠
は
雅
信
で
あ
っ
た
。
「
太
政
大
臣
（
頼
忠
）
息
男
於
二
清
涼
殿
一
加
二
元
服
一
。
右
兵
衛
督
遠
度
理
髪
。
左
大
臣
（
雅
信
）
加

冠
。
即
叙
二
正
五
位
下
一
・
名
公
任
也
。
天
皇
入
御
。
大
臣
以
下
著
二
南
殿
一
有
し
饗
。
又
大
臣
以
下
殿
上
人
有
二
被
物
一
。
太
政
大
臣
儲

了
。
又
於
二
中
院
一
屯
二
食
諸
陣
一
。
此
間
。
新
冠
者
公
任
於
二
弓
場
殿
一
申
し
慶
」
（
日
本
紀
略
）
。
『
扶
桑
略
記
』
で
は
天
元
二
年
の
こ
と

と
誤
る
。
な
お
そ
の
記
事
に
よ
る
と
、
天
皇
自
ら
公
任
に
冠
を
授
け
て
元
服
さ
せ
た
と
い
う
。

同
じ
Ｒ
に
、
記
子
（
公
任
妹
）
の
裳
着
が
あ
っ
た
。
「
今
夜
、
太
政
大
臣
息
女
於
二
里
亭
一
著
し
裳
」
（
日
本
紀
略
）
。
謀
子
の
年
齢
は

不
明
だ
が
、
裳
着
を
し
た
と
す
る
の
で
十
二
、
三
歳
で
あ
ろ
う
。

三
月
三
日
公
任
の
禁
色
を
許
さ
れ
た
日
に
つ
い
て
、
『
日
本
紀
略
』
で
は
「
今
日
。
太
政
大
臣
息
男
公
任
聰
二
禁
色
一
」
と
す
る
が
、

『
公
卿
補
任
』
で
は
三
月
七
日
と
す
る
。

七
月
一
日
公
任
侍
従
と
な
る
（
公
卿
補
任
）
。

さ
れ
す
け
の
大
将
と
、
公
任
の
じ
型
う
と
、
ご
打
て
、
ま
け
も
の
に
銀
の
籠
に
松
虫
を
入
て
、
弘
徽
殿

万
代
の
あ
き
を
ま
ち
つ
入
な
ぎ
わ
た
れ
い
は
ほ
に
ね
ざ
す
松
む
し
の
声
（
円
融
院
御
集
三
○
）

公
任
誕
生
。
頼
忠
の
一
男
、

天
元
元
年
（
九
七
八
）
十
三
歳

康
保
三
年
（
九
六
六
）
一
歳

母
は
三
品
中
務
卿
代
明
親
王
三
女
（
正
三
位
厳
子
女
王
）
。
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公任年譜考（伊井）

天
元
四
年
（
九
八
二
従
四
位
下
侍
従
十
六
歳

正
月
七
日
公
任
、
従
四
位
下
と
な
る
（
公
卿
補
任
）
。

天
元
五
年
（
九
八
二
）
従
四
位
下
従
四
位
上
侍
従
十
七
歳

三
月
十
一
日
女
御
遵
子
の
立
后
（
小
右
記
・
栄
花
物
語
・
日
本
紀
略
・
権
記
・
大
鏡
裏
書
他
）
。

（
春
）
中
宮
に
て
、
何
の
お
り
ぞ
や

め
づ
ら
し
き
玉
の
う
て
な
の
花
か
げ
に
き
か
ま
く
ほ
し
き
鶯
の
こ
ゑ
（
二
○
『
公
任
集
』
は
歌
番
号
だ
け
を
示
す
）

返
し
、
た
れ
と
も
し
ら
ず

し
づ
え
に
て
こ
ゑ
を
お
し
ゑ
し
鶯
は
花
の
さ
か
り
を
待
に
ぞ
有
け
る
（
二
一
）

遵
子
は
皇
后
と
な
っ
た
の
だ
が
、
「
天
元
五
年
三
月
十
一
日
に
后
に
た
ち
た
ま
ひ
、
中
宮
と
申
し
き
。
御
年
二
十
六
」
（
大
鏡
）
と

す
る
よ
う
に
、
一
般
に
中
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
永
観
二
年
（
九
八
四
）
八
月
二
十
七
日
に
円
融
天
皇
の
譲
位
す
る
ま
で
、
こ
の
中

宮
と
呼
ば
れ
る
期
間
が
続
く
。
『
公
任
集
』
で
の
贈
答
歌
は
そ
の
間
の
詠
だ
が
、
こ
の
歌
は
立
后
し
た
喜
び
を
表
明
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
『
公
任
集
』
に
は
四
二
四
・
四
二
五
に
も
后
の
遵
子
が
見
え
る
。

三
月
十
六
日

年
九
月
十
三
日
）
と
見
え
》

節
は
秋
な
の
で
、
天
元
一
三

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

公
任
を
侍
従
と
す
る
の
は
七
月
一
日
以
降
の
こ
と
、
弘
徽
殿
は
「
盗
入
二
弘
徽
殿
女
御
曹
司
一
。
掠
二
取
器
物
一
」
（
日
本
紀
略
、
同

九
月
十
三
日
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
姉
の
女
御
遵
子
を
指
す
た
め
、
右
の
歌
は
立
后
す
る
天
元
五
年
三
月
一
日
以
前
の
こ
と
。
季

は
秋
な
の
で
、
天
元
三
年
か
四
年
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
実
資
の
任
右
大
将
は
長
保
四
年
以
降
で
あ
る
。
実
資
の
表
記
に
誤
り

花
山
院
ま
だ
春
宮
と
申
け
る
時
、
ゑ
づ
に
は
な
の
色
う
か
ぶ
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
灸
に
よ
ま
せ
た
ま
ふ
に
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五
月
七
日
中
宮
遵
子
は
立
后
後
初
め
て
参
内
す
る
が
（
日
本
紀
略
）
、
こ
れ
に
従
っ
た
公
任
は
、
兼
家
の
東
三
条
邸
の
前
を
通
る
時
、

姉
が
女
御
詮
子
を
追
い
越
し
た
の
を
誇
っ
て
、
「
こ
の
女
御
は
、
い
つ
か
后
に
は
た
ち
に
た
ま
ふ
ら
む
」
と
公
言
し
た
。
兼
家
ほ
か

一
族
の
者
は
悔
し
い
思
い
で
い
た
が
、
詮
子
に
は
円
融
天
皇
と
の
間
に
男
宮
（
懐
仁
親
王
、
後
の
一
条
天
皇
）
が
生
ま
れ
て
い
る
た

め
、
気
強
か
っ
た
と
い
う
（
大
鏡
）
。

こ
の
日
、
公
任
は
中
宮
遵
子
入
内
の
賞
に
よ
っ
て
、
従
四
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
（
小
右
記
・
日
本
紀
略
・
公
卿
補
任
）
。

（
秋
）
中
宮
の
御
ま
へ
に
、
せ
ざ
い
う
へ
ざ
せ
給
ふ
日
、
秋
の
花
を
う
ふ
と
い
ふ
題
を

松
む
し
の
音
を
た
づ
ね
て
や
ほ
り
つ
ら
ん
の
ど
け
く
み
ゆ
る
秋
の
花
か
な
（
一
○
四
）

姉
達
子
の
立
后
は
三
月
十
一
日
な
の
で
、
そ
れ
以
降
の
秋
の
詠
で
あ
る
。

十
一
月
十
七
日
夜
寅
刻
に
内
裏
焼
亡
し
、
天
皇
・
中
宮
遵
子
は
御
曹
司
に
難
を
逃
れ
る
（
日
本
紀
略
・
百
錬
抄
他
）
。

花
の
色
を
う
か
ぶ
る
水
は
浅
け
れ
ど
ち
と
せ
の
春
の
契
り
ふ
か
し
な
（
二
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
竹
鼻
績
氏
は
『
長
能
集
』
の
、

又
三
月
十
七
日
、
春
宮
花
御
覧
ぜ
さ
せ
給
に
、
花
の
景
水
に
ほ
へ
り
と
い
ふ
だ
い
を

い
や
し
き
に
な
み
う
ち
こ
す
と
み
え
つ
る
は
ぎ
し
の
桜
の
景
に
ぞ
あ
り
け
る
（
Ⅱ
六
○
）

と
同
じ
折
の
歌
会
の
詠
と
し
、
一
日
ず
れ
は
す
る
が
、
『
小
右
記
』
の
三
月
十
六
日
「
従
東
宮
両
度
蒙
召
、
使
有
所
労
不
参
入
、
伝

、
、
、

間
、
有
和
歌
・
絃
管
事
等
云
々
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
さ
れ
た
（
「
藤
原
公
任
の
研
究
」
）
。
た
だ
、
『
公
任
集
』
の
配
列
は
梅
で
あ

る
の
に
対
し
、
『
長
能
集
』
で
は
桜
と
な
っ
て
い
る
の
と
、
日
付
け
の
違
い
も
あ
っ
て
、
同
じ
折
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
花
山
院
の

即
位
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
八
月
二
十
七
日
な
の
で
、
こ
の
年
の
春
以
前
で
は
あ
ろ
う
が
、
今
確
定
で
き
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く

こ
こ
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
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公任年譜考（伊井）

永
観
元
年
（

正
月
三
日

十
二
月
二
十
六
日

（
日
本
紀
略
）
。

（
未
詳
）
こ
の
つ
ゐ
で
に
、
す
け
あ
き
ら
、
と
を
ノ
、
し
く
い
ぬ
べ
き
な
ど
い
ひ
て

す
ぎ
が
た
き
花
に
つ
け
て
ぞ
都
出
て
ゆ
か
ま
も
の
う
ぎ
東
路
の
か
ぜ
（
四
七
）

春
過
て
ち
る
春
だ
に
も
あ
る
物
を
老
の
身
を
た
璽
思
ひ
や
ら
な
ん
（
四
八
）

菅
原
輔
昭
の
出
家
は
天
元
五
年
の
こ
と
、
こ
の
贈
答
は
そ
れ
以
前
で
あ
ろ
う
。
父
文
時
が
前
年
の
九
月
八
日
に
没
し
て
い
る
の

で
、
輔
昭
の
出
家
は
そ
れ
と
関
連
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
仲
文
集
』
に
、

（
マ
マ
）

し
も
つ
け
の
か
み
す
け
あ
き
ら
と
い
ひ
か
は
し
、
た
は
ふ
る
し
こ
と
あ
り
て
、
す
け
あ
き
ら

わ
が
た
の
む
か
さ
ま
の
と
し
の
し
る
し
あ
ら
ぱ
す
ぎ
に
し
身
と
を
か
上
ず
も
あ
ら
な
む
（
七
○
）

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
輔
昭
は
下
野
守
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
年
次
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
公
任
集
』
の
「
と
を

ノ
ー
し
く
い
ぬ
べ
き
事
」
と
は
、
下
野
守
の
赴
任
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
か
に
輔
昭
は
二
三
八
に
そ
の
歌
が
見
え
る
。

元
年
（
九
八
三
）
従
四
位
上
左
近
衛
権
中
将
十
八
歳

や
承
は
あ
や
な
し
と
い
ふ
だ
い
を

春
の
よ
の
や
み
に
し
あ
れ
ば
匂
ひ
く
る
梅
よ
り
外
の
花
な
か
り
け
り
（
一
二
）

竹
鼻
績
氏
は
、
す
ぐ
前
の
二
に
「
花
山
院
ま
だ
春
宮
と
申
け
る
時
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
の
歌
は
『
実
方
集
』
の
、

東
宮
の
殿
上
に
て
、
と
し
の
は
じ
め
の
か
む
じ
に
、
や
承
は
あ
や
な
し
と
い
ふ
事
を
、
だ
い
に
て

す
け
あ
き
ら 前

日
の
二
十
五
日
に
天
皇
は
職
曹
司
か
ら
堀
川
院
（
当
時
は
顕
光
の
所
有
）
に
遷
幸
、
こ
の
日
中
宮
遵
子
も
遷
御
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に
ほ
ひ
さ
へ
に
ほ
は
ざ
り
せ
ぱ
む
め
の
は
な
を
る
に
も
い
か
に
も
の
う
か
ら
ま
し
（
Ⅱ
二
八
○
）

と
す
る
の
と
同
じ
折
の
詠
と
し
、
年
初
の
庚
申
の
日
を
推
定
さ
れ
た
（
「
藤
原
公
任
の
研
究
」
）
。
な
お
、
こ
の
歌
は
後
拾
遺
集
（
巻

一
・
春
上
・
五
三
）
に
収
め
ら
れ
る
。

正
月
二
十
六
日
讃
岐
守
と
な
る
（
公
卿
補
任
）
。
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
に
は
正
月
二
十
七
日
と
す
る
。

十
二
月
十
三
日
左
近
衛
権
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
る
（
公
卿
補
任
、
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
ｐ

永
観
二
年
（
九
八
四
）
従
四
位
上
左
近
衛
権
中
将
十
九
歳

二
月
一
日
尾
張
権
守
を
兼
ね
る
（
公
卿
補
任
・
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
。

（
未
詳
）
『
公
任
集
』
に
は
、
「
ゑ
ん
ゆ
う
院
の
御
時
」
に
、
女
一
宮
（
冷
泉
院
の
宗
子
内
親
王
）
の
も
と
で
『
字
津
保
物
語
』
の

仲
忠
・
涼
の
優
劣
論
争
が
あ
っ
た
と
記
す
（
五
三
○
）
。
円
融
天
皇
譲
位
の
八
月
二
十
七
日
以
前
の
こ
と
。
ほ
か
に
「
ゑ
に
う
院
、

た
ち
ば
な
の
こ
に
入
た
る
夏
む
し
を
す
ゑ
て
、
こ
れ
よ
め
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
（
七
二
）
と
見
え
る
の
は
、
在
位
中
か
退
位
後

と
同
一
人
物
か
。

十
月
六
日
花
山
一

八
月
二
十
七
日
円
融
天
皇
譲
位
。
頼
忠
は
「
関
白
如
旧
花
山
院
御
宇
但
不
知
万
機
」
（
大
鏡
裏
書
）
と
い
っ
た
状
態
と
な
る
。

八
月
二
十
八
日
花
山
天
皇
の
践
詐
に
と
も
な
い
、
公
任
は
昇
殿
を
許
さ
れ
る
（
公
卿
補
任
）
。

ゑ
ゆ
う
ゐ
ん
の
お
り
ゐ
さ
せ
給
て
の
比
、
せ
う
に
の
ゑ
や
う
ぶ
と
い
ふ
人
、
あ
は
れ
と
い
ふ
を
間
て

あ
は
れ
と
か
た
堂
さ
の
み
や
は
思
ふ
べ
き
万
に
歎
く
人
も
有
世
に
（
四
四
九
）

円
融
院
退
下
の
頃
の
こ
と
、
少
弐
命
婦
の
嘆
き
を
耳
に
し
て
の
公
任
の
詠
・
『
大
斎
院
前
御
集
』
の
「
小
に
命
婦
」
（
Ｉ
一
七
三
）

か
は
不
明
。

花
山
天
皇
、
未
時
ば
か
り
に
仁
寿
殿
に
出
御
し
、
馬
寮
の
馬
を
御
覧
。
公
任
は
御
剣
を
持
っ
て
伺
候
す
る
（
小
右
記
）
。
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公任年譜考（伊井）

と
な
り
よ
り
あ
れ
ま
さ
れ
る
と
い
ふ
な
る
は
い
か
な
る
風
か
身
を
ぱ
吹
ら
ん
（
三
六
七
）

こ
の
贈
答
歌
は
『
仲
文
集
』
に
も
見
え
て
お
り
、
そ
の
詞
書
は
「
お
ほ
か
ぜ
の
夕
の
日
、
い
づ
れ
の
ほ
か
よ
り
も
う
た
て
こ
ぼ
れ

た
れ
ば
、
ち
か
き
と
こ
ろ
の
ほ
ど
な
る
は
、
中
将
き
ん
た
う
の
き
み
に
」
（
六
）
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
仲
文
の
家
は
故
大
入

道
（
兼
家
）
と
故
三
条
殿
（
頼
忠
）
の
邸
宅
に
挾
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
仲
文
集
』
で
は
「
中
将
ぎ
ん
た
う
」
と
す
る
の
で
、

こ
の
期
間
は
公
任
が
中
将
と
な
っ
た
前
年
の
十
二
月
十
三
日
以
降
の
秋
か
ら
、
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
八
月
ま
で
の
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
仲
文
は
正
暦
三
年
二
月
に
没
し
た
か
（
北
村
杏
子
「
藤
原
仲
文
覚
え
害
」
「
言
語
と
文
芸
」
第
弱
号
）
と
さ
れ
る
の
で
、

範
囲
は
少
し
限
定
さ
れ
て
く
る
。

十
二
月
十
二
日
前
日
の
十
一
日
は
、
月
次
祭
と
神
今
食
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
日
に
天
皇
は
仁
寿
殿
に
出
御
し
、
馬
を
御
覧
に
な
る
。

そ
の
重
な
る
こ
と
の
適
否
を
、
公
任
は
実
資
に
尋
ね
る
（
小
右
記
）
。

十
二
月
二
十
五
日
公
任
妹
の
謡
子
入
内
、
承
香
殿
を
休
所
と
す
る
（
日
本
紀
略
）
。
同
日
女
御
と
な
る
（
一
代
要
記
）
。

寛
和
元
年
（
九
八
五
）
従
四
位
上
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
二
十
歳

（
春
）
春
宮
に
て
、
も
の
な
ど
聞
え
け
る
人
、
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
ひ
て
後
、
忘
れ
給
ひ
わ
た
る
か
と
聞
え
た
り
け
れ
ば

九
重
の
う
ち
は
ょ
は
れ
ど
み
か
き
守
同
し
思
ひ
ぞ
今
も
焼
ら
し
（
一
九
○
）

お
な
し
は
る
の
は
じ
め
つ
か
た

（
未
詳
）
野
分
し
た
る
つ
と
め
て
、
な
か
ぶ
が
家
の
き
た
に
は
古
大
入
道
ど
の
、
ゑ
な
み
に
は
こ
三
条
殿
す
ま
せ
給
け
る
に
、
お
ほ
か

ぜ
の
吹
け
れ
ば
た
て
ま
つ
れ
る

わ
が
や
ど
は
野
分
は
ふ
か
む
と
な
り
よ
り
あ
れ
ま
さ
り
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
（
三
六
六
）

か
へ
し
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七
月
七
日

八
月
十
日

二
月
八
日

方
送
摺
袴
」
と
見
え
る
。

五
月
二
十
二
日
公
任
、
｛

鶯
の
声
を
待
と
は
な
け
れ
ど
も
は
る
の
し
る
し
に
何
を
ぎ
か
ま
し
（
一
九
一
）

と
き
こ
え
た
り
け
れ
ば

う
ぐ
ひ
す
は
な
け
ど
し
る
し
も
な
ぎ
物
を
う
ぎ
こ
と
し
よ
り
ま
づ
ま
さ
り
け
る
（
一
九
二
）

花
山
天
皇
の
受
禅
は
前
年
の
八
月
二
十
七
日
、
そ
れ
以
前
に
情
を
交
し
て
い
た
女
性
と
の
贈
答
。

さ
れ
か
た
の
少
将
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
せ
し
に
、
か
ひ
を
は
な
に
い
れ
た
り
し
あ
ふ
ぎ
を
、
や
り
給
と
て

あ
ふ
ぎ
を
ぱ
猶
ゆ
上
し
と
ぞ
思
ひ
こ
し
け
ふ
は
か
ひ
あ
る
し
る
し
成
け
り
（
三
七
○
）

い
か
で
か
は
か
ひ
の
あ
り
と
は
見
え
つ
ら
む
袖
の
う
ら
に
も
よ
せ
じ
と
思
を
（
三
七
一
）

公
任
が
、
実
方
に
貝
を
花
の
形
に
象
眼
し
た
扇
を
贈
っ
た
折
の
詠
だ
が
、
実
方
の
春
日
祭
使
は
、
『
小
右
記
』
に
「
祭
使
少
将
実

七
月
七
日
ふ
ぢ
つ
ぼ
の
撫
子
あ
は
せ
に
、
人
読
半
都
満
宇
計
た
り
け
る

七
夕
の
秋
の
夜
を
へ
て
撫
子
の
花
を
も
け
ふ
は
あ
は
せ
ず
と
ゑ
よ
（
八
二
）

こ
の
歌
合
に
つ
い
て
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
で
は
寛
和
元
年
か
二
年
の
こ
と
と
す
る
。

花
山
院
の
、
御
歌
あ
は
せ
の
や
う
な
る
事
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
月
を
、
御

か
へ
し

実
資
と
と
も
に
頼
忠
の
山
科
山
荘
に
遊
ぶ
（
小
右
記
）
。
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公任年譜考（伊井）

霧
を
上
も
み
お
れ
ふ
し
に
け
る
花
の
枝
は
か
ご
と
を
風
に
お
ほ
せ
ざ
ら
な
ん
（
一
○
二
）

認
子
の
女
御
時
代
は
、
前
年
の
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
、
花
山
天
皇
退
位
の
寛
和
二
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
。
こ
の
歌
合
は

秋
な
の
で
、
催
さ
れ
た
の
は
寛
和
元
年
の
こ
と
と
な
る
。

十
月
十
八
日
賀
茂
社
へ
の
奉
幣
。
使
者
は
公
任
が
勤
め
る
（
日
本
紀
略
）
。

わ
ぎ
も
こ
が
か
け
て
ま
つ
ら
ん
玉
章
を
か
け
つ
型
け
た
る
雁
金
の
声
（
三
二
八
）

こ
の
日
、
内
裏
歌
合
が
花
山
天
皇
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
。
十
巻
本
歌
合
に
は
「
寛
和
元
年
八
月
十
日
、
殿
上
に
俄
か
に
出
で
ざ
せ

お
は
し
ま
し
て
、
侍
ふ
人
人
を
取
り
分
か
せ
給
ひ
て
、
歌
合
せ
ざ
せ
給
ひ
け
る
御
か
た
き
に
、
権
中
将
公
任
朝
臣
を
召
し
て
、
題
四

を
給
ひ
て
、
御
判
は
惟
成
な
り
け
り
」
と
す
る
。
一
番
は
「
月
」
の
題
で
、
天
皇
と
公
任
の
歌
が
番
わ
さ
れ
る
。
『
八
雲
御
抄
』
に

フ
ル

は
「
御
製
番
吻
人
二
事
上
古
不
し
見
、
寛
和
始
し
之
」
と
記
す
。
他
の
詠
者
は
、
為
理
・
長
能
・
惟
成
で
あ
る
。

（
秋
）
女
御
の
か
た
、
お
と
こ
女
と
か
た
わ
ぎ
て
、
う
た
あ
は
せ
さ
せ
給
ふ
け
る
に
、
ま
け
て
う
れ
へ
た
り
け
る
、
と
も
の
り

霧
ふ
か
き
色
に
ま
さ
れ
る
花
の
え
や
い
か
に
さ
だ
め
し
野
分
な
る
ら
ん
（
一
○
一
）

秋
の
夜
の
月
に
心
も
あ
く
が
れ
て
雲
井
に
物
を
お
も
ふ
比
か
な
（
三
二
五
）

わ
が
せ
こ
が
旅
ね
の
衣
打
は
へ
て
ま
づ
か
り
が
ね
は
今
も
な
か
な
ん
（
三
二
七
）

い
つ
も
み
る
月
ぞ
と
思
ふ
に
秋
の
よ
は
い
か
な
る
か
げ
を
そ
ふ
る
成
ら
ん
（
三
二
六
）

か
り
、
こ
れ
し
げ

か
へ
し

ひ
だ
り
か
た
に
て

み
ぎ
に
て
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十
一
月
二
十
一
日
公
任
、
正
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
（
公
卿
補
任
）
。

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
二
十
一
歳

三
月
五
日
伊
予
権
守
を
兼
ね
る
（
公
卿
補
任
・
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
。

（
春
）
お
な
し
所
に
紅
梅
う
へ
た
り
つ
る
に
、
は
じ
め
て
花
さ
き
た
る
に
お
は
し
た
り
け
る
に
、
女
御
の
御
も
と
よ
り

う
へ
し
よ
り
し
た
ま
つ
物
を
山
里
の
花
象
に
ざ
そ
ふ
人
の
な
ぎ
哉
（
二
）

寺
、
、
、

力
↓

六
月
十
日

知
ら
れ
る
。

三
月
十
余
日三

月
十
よ
日
、
松
が
さ
ぎ
の
念
仏
き
上
に
、
女
御
う
へ
な
ど
し
の
び
て
お
は
し
け
る
に
、
ぶ
ち
の
ほ
ど
、
月
お
ぼ
ろ
に
て
、

風
の
こ
ゑ
な
ど
は
る
か
な
り
、
女
御
ど
の
上
御

ひ
る
な
ら
ば
川
辺
の
花
も
ゑ
る
べ
ぎ
に
よ
は
の
嵐
の
う
し
ろ
め
た
さ
よ
（
四
○
）

松
崎
寺
（
円
明
寺
と
も
）
に
、
女
御
記
子
と
花
山
天
皇
と
が
お
忍
び
で
出
か
け
た
と
す
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
前
年
の
三
月
も

考
え
ら
れ
る
。
以
下
四
四
ま
で
一
連
の
歌
。
ほ
か
に
女
御
の
歌
は
五
九
に
時
烏
の
詠
が
、
一
五
八
に
初
雪
の
詠
な
ど
が
収
め
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
も
謡
子
の
女
御
時
代
の
作
で
あ
ろ
う
。

う
へ
を
き
し
花
な
か
り
せ
ぱ
よ
も
ぎ
ふ
を
何
に
つ
け
て
か
思
ひ
出
ま
し
（
三
）

謡
子
の
女
御
時
代
な
の
で
、
前
年
の
春
と
も
考
え
ら
れ
る
。
公
任
が
ロ
川
山
荘
に
紅
梅
を
植
え
た
こ
と
は
、
五
五
の
歌
に
よ
っ
て

む
め
、
殿
上
の
歌
合
に
、
ゆ
き
を

返
し
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公任年譜考（伊井）

七
月
二
十
二
日

九
月
二
十
九
日

『
袋
草
紙
』
に
よ
る
、

「
雪
」
の
題
で
長
能
と
一

五
）
に
は
「
屏
風
に
」
、

六
月
二
十
三
日
花
山
天
｛

七
月
五
日
一
条
天
皇
曾

后
は
、
い
づ
く
に
か
お
唾

の
失
言
に
対
す
る
報
復
。

た
な
か
み
や
し
ま
の
紅
葉
上
か
ず
し
あ
れ
ば
秋
は
お
ほ
と
も
の
ど
け
ぎ
を
み
ゆ
（
一
二
八
）

円
融
院
の
石
山
寺
行
き
は
、
『
百
錬
抄
』
に
「
円
融
院
去
月
廿
九
Ｒ
参
二
詣
石
山
一
。
今
日
。
自
二
石
山
一
。
以
レ
船
臨
二
幸
崇
福
寺
一
。

御
二
打
出
浜
一
之
間
。
右
少
将
斉
信
為
二
勅
使
一
参
入
。
有
一
一
送
物
一
。
延
喜
御
宇
、
亭
子
院
臨
二
幸
紀
伊
国
一
之
間
。
引
二
清
和
例
一
被
し
奉
レ

送
了
」
（
十
月
三
日
条
）
と
見
え
る
。
九
月
二
十
九
日
か
ら
十
月
三
日
ま
で
石
山
寺
に
滞
在
し
、
崇
福
寺
（
天
智
天
皇
御
願
、
三
井

寺
末
寺
）
へ
赴
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ゑ
に
う
院
の
い
し
山
に
お
は
し
ま
す
に
、
殿
上
人
う
ぎ
は
し
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
き
て
か
へ
る
と
て

我
だ
に
も
か
へ
る
み
ち
に
は
物
う
ぎ
に
い
か
で
過
ぬ
る
秋
に
か
あ
る
ら
ん
（
一
二
七
）

梅
が
え
に
ふ
り
し
く
雪
は
一
年
に
こ
た
び
さ
け
る
花
と
こ
そ
思
へ
（
三
二
九
）

『
袋
草
紙
』
に
よ
る
と
、
こ
の
折
の
内
裏
歌
合
の
判
者
は
義
懐
、
講
師
は
左
公
任
、
右
長
能
だ
っ
た
と
す
る
。
右
の
公
任
の
詠
は

雪
」
の
題
で
長
能
と
番
わ
さ
れ
、
勝
と
な
っ
て
い
る
。
詠
者
は
花
山
天
皇
・
好
忠
・
惟
成
・
実
方
な
ど
。
拾
遺
集
巻
四
冬
（
二
六

）
に
は
「
屏
風
に
」
と
し
て
入
集
す
る
。

二
十
三
日
花
山
天
皇
落
飾
、
一
条
天
皇
受
禅
。
「
頼
忠
被
し
罷
二
関
白
一
蟄
居
。
年
六
十
三
」
（
扶
桑
略
記
・
大
鏡
裏
書
）
。

五
日
一
条
天
皇
の
母
詮
子
が
皇
太
后
と
な
っ
て
参
内
す
る
折
、
そ
れ
に
供
奉
し
て
い
た
公
任
に
、
進
内
侍
が
「
御
妹
の
素
腹
の

は
、
い
づ
く
に
か
お
は
す
る
」
と
椰
楡
し
た
と
い
う
（
大
鏡
）
。
こ
れ
は
天
元
五
年
五
月
七
日
の
、
中
宮
遵
子
入
内
の
折
の
公
任

た
め
よ
り

一
条
天
皇
の
践
詐
に
よ
り
、
公
任
昇
殿
を
許
さ
れ
る
（
公
卿
補
任
）
。
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十
月
十
三
日
『
楽
記
』
（
大
日
本
史
料
所
収
）
に
よ
る
と
、
円
融
院
の
大
井
河
遊
覧
の
折
、
公
任
と
相
方
が
三
船
の
名
誉
を
得
た
こ

と
を
記
す
。
「
当
日
未
刻
御
幸
、
騏
試
軒
摂
政
巳
下
御
共
、
公
卿
殿
上
人
鯵
洲
脈
賂
広
沢
僧
正
寛
朝
、
於
当
座
則
被
召
具
之
、
皆
被
択

撰
詩
歌
絃
要
人
等
、
被
乗
三
艘
船
、
三
曲
各
競
道
挑
芸
、
凡
彼
此
之
所
能
、
驚
水
上
之
耳
目
、
殆
廟
前
例
誠
後
輩
、
其
中
公
任
・
相

方
両
朝
臣
、
被
択
今
清
撰
、
相
兼
三
之
船
、
施
面
目
於
船
中
、
而
留
其
名
於
累
代
云
々
」

こ
れ
と
類
似
し
た
逸
話
に
、
入
道
道
長
の
大
井
河
道
遙
の
折
、
作
文
・
管
絃
・
和
歌
の
三
船
を
仕
立
て
、
公
任
は
和
歌
の
船
で
、

を
ぐ
ら
山
あ
ら
し
の
風
の
さ
む
け
れ
ば
も
み
ぢ
の
錦
き
い
人
ぞ
な
き

の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
が
あ
る
。
公
任
は
、
同
じ
こ
と
な
ら
作
文
の
船
で
こ
れ
ほ
ど
の
詩
を
作
れ
ば
、
名
声
を
得
た
だ
ろ
う
と
口

惜
し
が
っ
た
と
記
す
（
大
鏡
・
袋
草
紙
・
古
事
談
他
）
。
た
だ
、
こ
ち
ら
の
方
は
年
次
が
不
明
で
あ
る
。

（
冬
）
雪
ふ
る
日
、
い
ひ
む
ろ
の
に
う
だ
う
の
中
将
に

き
み
が
す
ゑ
か
を
お
も
ひ
や
る
か
な
（
一
六
八
）

（
秋
）
か
へ
し
、
た
壁
の
ぶ
の
少
将

な
ぐ
さ
む
る
か
た
壁
に
あ
ら
ぱ
月
影
の
す
む
べ
き
世
と
は
今
の
承
や
し
る
（
三
九
六
）

斉
信
の
少
将
時
代
は
、
寛
和
二
年
正
月
か
ら
永
詐
元
年
（
九
八
九
）
三
月
ま
で
の
間
。
そ
の
秋
の
こ
と
な
の
で
、
一
応
こ
こ
に
置

い
て
お
く
。
な
お
、
こ
れ
は
三
八
七
以
下
一
連
の
歌
だ
が
、
『
栄
花
物
語
』
（
玉
の
村
菊
）
で
は
、
三
八
七
を
「
四
条
大
納
言
の
権
中

将
な
ど
聞
え
し
折
」
と
す
る
。

君
の
み
ぞ
み
山
が
く
れ
に
ふ
る
雪
を
心
な
が
く
は
ま
づ
尋
ね
け
る
（
一
六
九
）

義
懐
は
花
山
院
に
従
っ
て
、
寛
和
二
年
六
月
に
出
家
。
飯
室
に
住
ん
で
い
た
ご
と
は
、
『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
。
こ
の
贈
答
歌

返
し
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公任年譜考（伊井）

見
し
夢
は
い
づ
れ
の
世
ぞ
と
思
ふ
ま
に
お
り
を
忘
れ
ぬ
花
の
か
な
し
さ
（
四
六
九
）

花
山
院
は
六
月
二
十
三
日
に
退
位
（
四
十
一
歳
）
、
そ
の
年
の
仏
名
会
（
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
日
間
）
に
公
任
が
御
形
宣
旨
と

交
し
た
歌
。
新
古
今
集
巻
十
六
雑
上
（
一
五
八
二
・
一
五
八
三
）
に
入
集
・

永
延
元
年
（
九
八
七
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
二
十
二
歳

二
月
十
一
日
入
唐
僧
育
然
の
将
来
し
た
摺
本
一
切
経
論
、
五
尺
の
白
壇
釈
迦
像
な
ど
を
、
公
任
は
実
資
・
高
遠
と
と
も
に
運
び
込
ま

れ
た
蓮
台
寺
で
見
る
（
小
右
記
）
。

（
春
）
三
条
殿
、
世
中
す
さ
ま
じ
う
て
こ
も
り
お
は
し
け
る
比
、
御
ま
へ
の
藤
の
さ
き
は
じ
め
た
る
を

と
し
ご
と
に
春
を
も
し
ら
ぬ
宿
な
れ
ど
花
咲
そ
む
る
藤
も
有
け
り
（
五
○
）

三
条
殿
（
頼
忠
）
の
不
遇
時
代
の
詠
。
前
年
の
六
月
二
十
三
日
に
関
白
を
辞
し
て
蟄
居
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
翌
春
か
。

は
、
出
家
し

十
二
月
十
九
日

十
二
月
十
九
日

花
山
院
お
り
給
ふ
て
の
と
し
、
仏
名
に
、
け
づ
り
花
に
さ
し
て
、
ゑ
あ
れ
の
せ
じ
の
も
と
へ
き
こ
え
た
り
け
る

程
も
な
く
さ
め
に
し
夢
の
中
な
れ
ど
そ
の
よ
に
上
た
る
花
の
か
げ
か
な
（
四
六
八
）

又
の
と
し
、
同
し
折
、
さ
れ
か
た
の
中
将

古
に
か
は
ら
ぬ
花
の
色
永
れ
ぱ
は
な
の
む
か
し
の
昔
恋
し
も
（
四
七
○
）

出
家
し
た
最
初
の
冬
か
と
思
わ
れ
る
が
、

返
し

返
し

確
定
は
で
き
な
い
。
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永
延
二
年
（
九
八
八
）
正
、

（
秋
）
み
ち
の
ぶ
少
将

年
ふ
れ
ば
か
は
り
や
し
に
し
女
郎
花
む
か
し
の
秋
も
と
ふ
く
き
物
を
（
四
○
五
）

右
は
四
○
四
か
ら
四
二
ま
で
の
一
連
の
歌
で
、
殿
上
人
が
花
見
の
つ
い
で
に
嵯
峨
野
に
赴
き
、
そ
こ
で
尼
と
な
っ
た
小
馬
命
婦

と
歌
を
詠
み
交
す
場
面
（
拙
稿
「
小
馬
命
婦
の
晩
年
」
『
源
氏
物
語
論
考
』
所
収
）
。
道
信
の
少
将
時
代
健
永
延
二
年
正
月
か
ら

正
暦
二
年
（
九
九
一
）
九
月
ま
で
の
間
。

十
月
三
日
頼
忠
に
従
っ
て
、
公
任
・
懐
平
・
高
遠
・
実
資
は
密
か
に
観
音
院
に
赴
く
。
晩
景
に
帰
宅
（
小
右
記
）
。

（
冬
）
左
大
将
朝
光
、
五
節
舞
姫
た
て
ま
つ
り
け
る
を
見
て
つ
か
は
し
け
る

あ
ま
つ
空
と
よ
の
明
に
ゑ
し
人
の
猶
お
も
か
げ
の
し
ゐ
て
恋
し
ぎ
（
五
四
六
）

朝
光
の
左
大
将
は
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
十
二
月
九
日
以
降
、
永
詐
元
年
六
月
二
十
七
日
の
間
。
五
節
の
舞
は
十
一
月
の
こ
と

な
の
で
、
右
の
歌
は
永
延
二
年
の
冬
以
前
と
な
る
。

永
詐
元
年
（
九
八
九
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
蔵
人
頭
二
十
四
歳

二
月
二
十
三
日
任
蔵
人
頭
（
公
卿
補
任
・
職
事
補
任
・
小
右
記
。
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
。

昔
み
し
花
の
と
し
ノ
ー
に
た
れ
共
同
し
か
ら
ぬ
を
思
ひ
し
ら
な
ん
（
四
七
一
）

花
山
院
の
退
位
し
て
、
翌
年
の
仏
名
会
の
詠
・
四
六
八
・
四
六
九
に
連
接
す
る
。

（
冬
）
中
将
に
お
は
し
け
る
時
、
冬
の
夜
さ
う
人
Ｉ
し
と
て
、
歌
あ
は
せ
の
様
な
る
事
し
給
ふ
け
る
に

も
み
ぢ
ぱ
上
雨
と
ふ
れ
ど
も
空
は
れ
て
袖
よ
り
外
は
ぬ
れ
ず
ぞ
有
け
る
（
三
三
七
）

公
任
の
中
将
時
代
の
歌
合
。
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
で
は
、
永
延
元
年
か
ら
永
鮓
元
年
頃
の
冬
の
作
と
す
る
。

雪
一
年
（
九
八
八
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
二
十
三
歳
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公任年譜考（伊井）

四
月
二
十
三
日
公
任
、
賀
茂
祭
の
使
い
と
し
て
出
立
す
る
（
小
右
記
）
。

ｅ

四
月
二
十
四
日
午
刻
に
公
任
還
り
立
ち
（
小
右
記
）
。

三
月
十
三
日

た
の
み
こ
し
月
日
は
た
堂
に
過
に
し
を
い
か
な
る
空
の
露
に
か
有
ら
ん
（
四
六
一
）

二
月
二
十
七
日
兼
家
邸
に
お
い
て
賀
茂
詣
で
の
試
楽
あ
り
。
夜
、
庭
の
桜
花
を
賞
で
て
の
和
歌
会
。
公
任
に
禁
色
の
宣
下
が
あ
り
、

下
襲
・
表
袴
を
拝
領
し
、
庭
で
拝
舞
す
る
（
小
右
記
）
。

知
ら
れ
る
。 り

ん
じ
の
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
し
て
か
へ
り
た
る
に
、
ふ
れ
に
、
す
け
あ
き
ら

岩
清
水
か
ざ
し
の
ふ
ち
の
打
な
び
き
君
に
ぞ
神
も
心
よ
せ
け
る
（
三
三
八
）

雲
ゐ
こ
そ
昔
の
空
に
あ
ら
れ
共
思
ひ
し
事
よ
か
は
ら
ざ
り
け
り
（
四
六
○
）

水
上
の
心
は
し
ら
ず
岩
し
ゑ
づ
波
の
を
り
こ
し
藤
に
や
は
あ
ら
ぬ
（
三
三
九
）

お
な
し
お
り
に
、
な
か
ぶ

石
清
水
ぎ
の
ふ
の
藤
の
花
を
見
て
神
の
心
も
く
ゑ
て
し
り
に
ぎ
（
三
四
○
）

『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
石
清
水
臨
時
祭
で
「
祭
使
蔵
人
頭
公
任
朝
臣
、
余
被
催
」
と
見
え
る
の
で
、
右
は
こ
の
折
の
贈
答
歌
と

と
う
に
成
給
う
て
、
う
ち
に
ま
い
り
給
ふ
て
、
花
山
院
の
御
時
、
よ
に
つ
か
さ
が
家
を
わ
た
り
給
ふ
け
れ
ば
、
い
ひ
出
し
た

返
し

り
け
る

か
へ
し
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正
暦
元
年
翁

（
三
月
末
）

六
月
二
十
六
日
頼
忠
莞
、
六
十
六
歳
（
小
右
記
・
日
本
紀
略
・
百
錬
抄
他
）
。
『
栄
花
物
語
』
（
さ
ま
人
、
の
よ
ろ
こ
び
）
に
は
「
か

く
て
は
か
な
く
明
け
く
れ
て
、
六
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
暑
さ
を
歎
く
程
に
、
三
条
の
太
政
お
と
堂
い
み
じ
う
悩
ま
せ
給
ひ
て
、
廿
六

六
月
二
十
七
日
巳
時
に
頼
忠
を
入
棺
し
、
法
住
寺
の
北
辺
帝
釈
寺
に
移
す
（
小
右
記
）
。

七
月
二
十
日
頼
忠
に
正
一
位
を
追
贈
、
駿
河
国
を
封
じ
、
諭
号
を
廉
義
公
と
す
る
（
日
本
紀
略
）
。

八
月
十
一
日
法
性
寺
東
北
院
に
お
い
て
、
頼
忠
四
十
九
日
の
法
要
（
小
右
記
・
日
本
紀
略
）
。

八
月
二
十
六
日
公
任
復
任
（
小
右
記
）
。

九
月
十
日
三
条
殿
で
、
実
資
・
佐
理
・
公
任
が
集
ま
っ
て
、
頼
忠
の
庄
園
・
牧
な
ど
の
遣
領
を
処
分
す
る
（
小
右
記
）
。

十
月
六
日
実
資
・
佐
理
・
公
任
な
ど
会
合
し
、
頼
忠
遣
領
の
処
分
を
終
え
る
（
小
右
記
）
。

十
二
月
十
四
日
公
任
、
頼
忠
の
封
国
駿
河
国
を
返
上
す
る
表
を
中
務
省
に
提
出
（
小
右
記
）
。

十
二
月
十
五
日
上
表
へ
の
勅
答
あ
り
。
使
者
は
時
方
（
小
右
記
）
。

暦
元
年
（
九
九
○
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
蔵
人
頭
二
十
五
歳

日
う
せ
給
ぬ
」
と
あ
る
。

ち
上
お
と
堂
う
せ
給
ふ
て
の
比
、
た
き
物
人
の
こ
ひ
た
る
、
つ
か
は
す
と
逗

花
だ
に
も
散
た
る
宿
の
か
き
ね
に
は
春
の
名
残
も
す
ぐ
な
か
り
け
り
（
二
五
二
）

三
月
の
つ
ど
も
り
、
ぶ
く
に
お
は
す
る
こ
ろ

別
に
し
か
げ
さ
へ
遠
く
成
行
は
常
よ
り
お
し
き
と
し
の
は
る
哉
（
二
五
三
）

御
い
も
と
の
女
御
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公任年譜考（伊井）

四
月
五
日
任
備
中
守
（
公

（
六
月
）
ぶ
く
ぬ
ぎ
給
と
て

四
月
一
日

す
ゑ
ぞ
め
の
こ
ろ
も
に
そ
へ
て
な
が
せ
ど
も
つ
き
せ
ぬ
物
は
涙
な
り
け
り
（
二
五
六
）

父
頼
忠
の
忌
永
明
け
の
折
の
詠
。

古
お
と
堅
の
御
思
ひ
に
て
、
そ
の
ほ
ど
は
お
は
せ
ざ
り
け
る
を
、
ほ
ど
す
ぎ
て
つ
か
は
し
け
る

も
ゆ
れ
ど
も
し
る
人
な
き
は
年
つ
も
る
思
ひ
の
う
ち
の
思
ひ
成
け
り
（
二
○
五
）

父
頼
忠
の
喪
服
を
終
え
て
後
、
女
性
の
も
と
に
遣
わ
し
た
歌
。
『
新
千
載
集
』
巻
十
一
・
恋
一
（
二
二
八
）
に
入
集
。

（
秋
）
こ
と
の
う
せ
ざ
せ
給
ふ
て
の
ち
、
は
な
ち
た
る
す
堂
む
し
の
と
し
へ
て
な
き
け
れ
ば

い
か
で
か
は
音
の
た
え
ざ
ら
ん
す
堂
む
し
の
う
ぎ
よ
に
ふ
る
は
く
る
し
き
物
を
（
九
七
）

頼
忠
の
忌
み
は
明
け
た
の
に
、
鈴
虫
は
父
を
慕
っ
て
変
ら
ず
鳴
く
と
す
る
。
以
下
一
○
○
ま
で
同
じ
折
の
詠
・

十
月
二
十
三
日
「
く
ら
人
こ
れ
す
け
、
か
ら
も
の
上
つ
か
ひ
に
て
く
だ
る
に
」
と
し
て
、
次
の
贈
答
歌
が
見
え
る
。

西
へ
ゆ
く
月
の
つ
れ
よ
り
を
し
き
哉
雲
の
上
を
し
別
る
と
思
へ
ぱ
（
二
○
八
）

春
し
ら
ぬ
宿
に
は
花
も
な
ぎ
物
を
何
か
は
過
る
し
る
し
成
ら
ん
（
二
五
四
）

頼
忠
は
前
年
の
六
月
二
十
六
日
莞
、
そ
の
喪
中
の
詠
。
二
五
二
も
「
花
の
名
残
も
す
ぐ
な
か
り
け
り
」
と
す
る
の
で
、
同
じ
三
月

末
で
あ
ろ
う
。

四
月
、
御
ぶ
く
な
れ
ば
、
衣
が
へ
も
し
給
は
で

墨
染
の
衣
な
が
ら
の
け
ふ
な
れ
ど
か
は
れ
る
物
は
む
か
し
也
け
り
（
二
五
五
）

五
日
任
備
中
守
（
公
卿
補
任
・
中
古
歌
仙
三
六
十
人
伝
）
。
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正
暦
二
年
（
九
九
一
）
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
蔵
人
頭
二
十
六
歳

二
月
十
二
日
円
融
法
皇
崩
御
（
三
十
三
歳
）
。

（
春
）
ゑ
に
う
院
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
て
の
は
る
の
、
よ
の
な
か
ぶ
く
な
る
こ
ろ
、
つ
れ
人
１
な
り
け
れ
ば
、
歌
よ
み
け
る

以
下
、

九
月
九
日

十
二
月
二
十
五
日
公
任
、
昭
平
親
王
女
と
結
婚
。
「
頭
中
将
今
夜
密
々
通
九
親
王
女
云
々
」
（
小
右
記
）
「
こ
の
ひ
め
ぎ
み
（
昭
平
親

王
女
）
、
い
み
じ
う
美
し
う
お
は
す
る
を
粟
田
殿
間
し
め
し
て
、
こ
の
宮
を
迎
へ
奉
り
て
、
子
に
し
奉
り
て
か
し
づ
き
上
こ
え
給
程

に
、
さ
る
べ
き
人
ｊ
、
訪
れ
き
こ
え
給
人
多
か
り
け
れ
ど
、
き
上
入
給
は
い
程
に
、
故
三
条
の
大
殿
（
頼
忠
）
の
権
中
将
（
公
任
）

せ
ち
に
聞
え
給
ふ
。
は
か
な
き
御
文
が
ぎ
も
人
よ
り
は
お
か
し
う
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
、
お
ぽ
し
立
ち
て
取
り
奉
り
給
ふ
。
二
条
ど
の

（
道
兼
邸
）
上
東
の
対
を
い
み
じ
う
し
つ
ら
ひ
て
、
恥
な
ぎ
程
の
女
房
十
人
、
童
二
人
、
下
仕
二
人
し
て
、
あ
る
べ
き
程
に
め
や
す

く
し
た
て
上
お
は
し
そ
め
ざ
せ
給
ふ
。
姫
君
の
御
有
様
い
み
じ
う
美
し
け
れ
ば
、
い
と
か
ひ
あ
り
て
思
ひ
き
こ
え
給
へ
り
」
（
栄
花

物
語
、
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）

る
○

草
も
木
も
色
づ
き
わ
た
る
春
雨
に
く
ち
の
承
ま
さ
る
藤
衣
哉
（
二
四
三
）

下
、
「
う
ぐ
ひ
す
」
「
わ
か
な
」
「
か
す
み
」
な
ど
の
題
詠
が
二
五
一
ま
で
続
く
。

わ
か
れ
ぢ
は
よ
の
つ
れ
な
れ
や
中
ノ
ー
、
に
年
の
か
へ
ら
ん
事
を
こ
そ
思
へ
（
二
○
九
）

『
本
朝
世
紀
』
に
「
被
レ
行
二
肥
後
守
源
朝
臣
為
親
任
符
。
大
宰
唐
物
使
官
符
請
印
之
事
一
。
縦
械
柵
倣
繩
擁
繩
珊
砿
出
事
詑
」
と
見
え

春
雨 こ

れ
す
け

－ 3 8 －



公任年譜考（伊井）

道
長
の
中
宮
大
夫
は
、
定
壼

え
ば
正
暦
二
年
以
降
と
な
る
。

正
暦
三
年
（
九
九
二
）
正
四
位
下

（
秋
）
お
な
し
中
将
の
か
う
が
い
の
ま
く
ら
ぱ
こ
に
あ
な
る
、
か
へ
し
や
り
給
と
て

か
承
か
ぎ
を
返
す
ノ
、
も
み
る
時
ぞ
色
ご
の
み
と
は
し
る
く
ゑ
え
け
る
（
三
六
○
）

三
五
九
は
「
ゑ
ち
の
ぶ
の
少
将
」
の
歌
、
こ
れ
は
そ
れ
を
受
け
て
「
お
な
し
中
将
」
と
す
る
。
道
信
は
正
暦
二
年
九
月
に
左
近
衛

中
将
、
正
暦
五
年
七
月
没
、
右
の
歌
は
そ
の
間
の
こ
と
。
公
任
と
の
贈
答
歌
は
三
六
三
ま
で
続
く
。
ほ
か
に
道
信
の
中
将
時
代
の
詠

は
、
三
九
七
・
四
五
二
・
四
五
三
に
も
見
え
る
。

川
人
ノ
ー
の
さ
が
野
に
ゆ
く
ひ
、
と
ま
り
て
い
ひ
や
り
給
ふ
け
る

い
ざ
な
は
で
い
く
や
な
に
な
り
女
郎
花
わ
き
て
一
も
と
の
べ
の
あ
た
り
を
（
八
六
）

返
し
、
中
宮
大
夫
、
た
堂
い
ま
の
大
殿

君
を
し
も
よ
ぐ
と
も
な
ぎ
に
を
み
な
へ
し
露
の
心
を
入
か
れ
ぬ
る
か
な
（
八
七
）

道
長
の
中
宮
大
夫
は
、
定
子
立
后
に
と
も
な
う
前
年
の
十
月
五
日
か
ら
長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
二
月
ま
で
の
間
、
そ
の
秋
と
い

じ
折
の
贈
答
歌
。

さ
い
相
に
え
な
り
た
ま
は
ざ
り
け
る
九
月
九
日
、
た
め
も
と
ほ
う
し

世
中
を
間
に
快
の
ぬ
る
上
か
な
涙
は
よ
そ
の
物
に
ぞ
あ
り
け
る
（
三
七
二
）

を
く
れ
ゐ
て
猶
さ
り
が
た
き
菊
の
花
ま
が
き
の
も
と
を
と
ふ
や
誰
ぞ
も
（
三
七
三
）

公
任
の
任
宰
相
（
参
議
）
は
、
正
暦
三
年
八
月
、
こ
れ
は
そ
の
前
年
で
あ
ろ
う
。
右
に
続
い
て
、
さ
ら
に
三
七
四
・
三
七
五
も
同

返
し

参
議
二
十
七
歳
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二
月
二
十
九
日
東
三
条
院
詮
子
石
山
寺
参
詣
（
日
本
紀
略
・
百
錬
抄
）
・
道
長
・
顕
光
な
ど
と
と
も
に
、
公
任
も
供
奉
（
石
山
寺
縁
起
）
。

（
夏
）
時
烏
こ
ゑ
ま
れ
な
り
、
と
い
ふ
だ
い
を
、
さ
れ
か
た
の
中
将

里
わ
か
ぬ
そ
ら
ね
と
き
け
ば
郭
公
た
れ
に
か
い
か
堂
い
は
鷲
こ
た
へ
ん
（
六
○
）

以
下
六
三
の
高
遠
の
歌
ま
で
続
く
が
、
同
じ
折
の
詠
が
『
実
方
集
』
に
も
見
え
る
。

山
ざ
と
に
、
ほ
と
上
ぎ
す
の
こ
ゑ
き
か
ん
と
て
、
殿
上
人
の
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
、
も
の
し
た
り
け
る
に
、
帰
き
て
ま
た
の

日
、
頭
中
将
の
も
と
よ
り
、
あ
る
人
を
お
も
ひ
か
け
て
、
い
ひ
た
り
け
る

山
が
つ
に
ほ
の
か
た
ら
ひ
し
ほ
と
上
ぎ
す
な
く
ね
ぎ
Ｌ
つ
と
つ
た
へ
ざ
ら
め
や
（
Ⅲ
一
三
三
）

朝
が
ほ
を
何
は
か
な
し
と
思
ふ
ら
ん
人
を
も
花
の
さ
こ
そ
承
る
ら
ん
（
三
五
九
）

『
道
信
集
』
（
１
）
に
は
、
「
殿
上
に
て
こ
れ
か
れ
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
い
ひ
て
、
あ
さ
が
ほ
の
は
な
を
見
る
と
い
ふ
所
を
」

（
六
）
と
し
て
、
右
の
三
五
九
番
歌
を
収
め
る
。
ま
だ
桂
宮
本
（
甲
）
に
は
、
続
い
て
「
公
任
中
将
」
と
し
て
、
三
五
八
の
歌
が

引
か
れ
る
。
詮
子
が
落
飾
し
て
女
院
（
東
三
条
院
）
と
呼
ば
れ
る
の
は
正
暦
二
年
九
月
十
六
日
以
降
、
公
任
の
中
将
は
同
三
年
の
八

ざ
と
わ
か
ぬ
そ
ら
ね
と
き
け
ば
ほ
と
上
ぎ
す
た
れ
に
か
い
か
図
い
か
堂
か
た
ら
ん
（
一
三
四
）

実
方
の
任
右
近
中
将
は
正
暦
二
年
九
月
、
公
任
の
頭
中
将
時
代
は
任
参
議
と
な
る
正
暦
三
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
の
こ
と
。
こ
の

両
者
の
重
な
る
夏
は
、
正
暦
三
年
と
な
る
。

女
院
に
て
、
あ
さ
が
ほ
を
見
給
て

あ
す
し
ら
ぬ
露
の
よ
に
ふ
る
人
に
だ
に
猶
は
か
な
し
と
み
ゆ
る
朝
が
ほ
（
三
五
八
）

ゑ
ち
の
ぶ
の
少
将

か
へ
し
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公任年譜考（伊井）

月
ま
で
な
の
で
、
こ
の
夏
の
こ
と
か
。
た
だ
し
、
道
信
は
正
暦
二
年
九
月
に
左
近
衛
中
将
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
正
暦
三
年
は
少
将

で
は
な
い
。
『
公
任
集
』
に
「
中
将
」
の
異
文
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

八
月
二
十
八
日
任
参
議
（
公
卿
補
任
・
職
事
補
任
・
大
鏡
裏
書
）
・

正
暦
四
年
（
（
九
九
三
）
正
四
位
下
参
議
二
十
八
歳

正
月
十
三
日
近
江
守
（
公
卿
補
任
）
。

二
月
六
日
実
資
・
公
任
な
ど
道
兼
の
粟
田
山
荘
に
赴
き
、
弓
射
の
遊
び
（
小
右
記
）
。

あ
は
た
に
人
ｊ
、
お
は
し
て
、
思
ふ
心
よ
む
に

う
き
世
を
ぱ
峯
の
霞
や
へ
だ
つ
ら
ん
な
を
山
ざ
と
は
住
ょ
か
り
け
り
（
二
二
）

『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
粟
田
で
の
遊
び
は
朝
か
ら
夜
ま
で
だ
っ
た
と
す
る
。
右
は
そ
の
折
の
詠
か
。
『
公
任
集
』
の
次
の
歌
（
二

三
）
は
「
二
月
十
よ
日
」
と
す
る
の
で
、
矛
盾
は
な
い
。

二
月
二
十
二
日
東
三
条
院
南
院
に
て
敦
道
親
王
の
元
服
、
加
冠
は
左
大
臣
雅
信
、
理
髪
は
公
任
が
勤
め
る
（
日
本
紀
略
・
権
記
・
小

四
月
十
七
日
公
任
、
初
め
て
外
記
庁
に
著
す
（
小
右
記
）

五
月
二
十
日
実
資
、
公
任
所
持
の
『
清
慎
公
記
』
を
書
写
す
る
（
小
右
記
）
。

六
月
三
日
臨
時
の
奉
幣
使
の
選
定
で
、
公
任
は
平
野
社
と
な
る
（
小
右
記
）
。

六
月
七
日
公
任
病
気
と
な
り
、
「
已
及
数
日
、
内
外
祈
祷
似
無
其
験
、
若
有
非
常
、
身
彼
雑
事
一
向
所
瀝
、
更
無
他
侍
者
」
と
、
実

資
に
後
事
を
託
し
た
消
息
を
送
る
（
小
右
記
）
。

十
一
月
二
十
七
日
一
条
天
皇
、
即
位
後
初
め
て
の
大
原
野
行
幸
（
日
本
紀
略
）
。
公
任
供
奉
せ
ず
（
本
朝
世
紀
）
。

右
記
）
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十
二
月
四
日
公
任
の
大
原
野
行
幸
不
参
の
審
議
。
公
任
、
勅
勘
を
蒙
り
出
仕
停
止
と
な
る
（
本
朝
世
紀
）
。
翌
正
暦
五
年
正
月
十
四

日
の
除
目
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
（
同
）
、
そ
れ
以
前
に
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

正
暦
五
年
（
九
九
四
）
正
四
位
下
参
議
二
十
九
歳

二
月
二
十
日
道
隆
の
積
善
寺
供
養
（
日
本
紀
略
・
百
錬
抄
・
枕
草
子
他
）
。
公
任
参
入
（
本
朝
世
紀
）
。

（
春
）
春
、
し
ら
川
に
殿
上
の
人
ｊ
、
い
き
た
り
け
る
に

春
き
て
ぞ
人
も
と
ひ
け
る
山
里
は
花
こ
そ
宿
の
あ
る
じ
な
り
け
れ
（
一
）

『
夫
木
集
』
（
春
、
梅
）
に
道
信
朝
臣
の
歌
、

咲
そ
む
る
山
べ
の
梅
の
香
に
め
で
ば
花
の
た
よ
り
と
君
や
お
も
は
む

が
入
集
し
、
左
注
に
「
こ
の
う
た
は
、
前
大
納
言
公
任
卿
北
白
川
の
家
に
、
春
の
比
道
信
朝
臣
き
た
り
け
る
に
、
花
こ
そ
宿
の
あ
る

じ
な
り
け
り
と
よ
ゑ
侍
り
け
る
返
し
と
云
々
」
と
す
る
。
道
信
は
正
暦
五
年
七
月
十
一
日
没
、
す
る
と
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
下
限
は

（
秋
）
を
の
上
宮
の
中
納
言
、
そ
め
殿
の
御
お
も
ひ
に
て
、
秋
は
て
が
た
に
き
こ
え
給
け
る

白
河
の
紅
葉
を
ゑ
て
や
な
ぐ
さ
ま
む
よ
に
ふ
る
郷
は
か
ひ
な
か
り
け
り
（
一
九
五
）

と
き
こ
え
給
り
け
れ
ば

つ
れ
な
ら
ぬ
思
ひ
や
な
に
か
な
ぐ
ざ
ま
む
山
べ
は
い
と
翼
木
の
葉
散
つ
上
（
一
九
六
）

を
の
上
宮
右
大
殿
、
式
部
卿
の
宮
の
女
御
の
御
も
と
に
ま
い
り
は
じ
め
給
て
、
三
日
、
い
と
つ
れ
人
、
こ
よ
ひ
ま
い
り
て
物

が
た
り
を
も
き
こ
え
ん
と
あ
り
け
れ
ば

秋
風
の
狭
す
堂
し
ぎ
よ
ひ
ご
と
に
君
待
ほ
ど
や
人
の
う
ら
ゑ
ん
（
四
一
六
）

同
年
の
春
と
な
る
。
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公任年譜考（伊井）

長
徳
元
年
（
九
九
一

八
月
二
十
八
日

九
月
二
十
七
日

こ
と
づ
て
ん
都
の
か
た
に
行
べ
き
に
こ
の
し
た
く
ら
ぎ
い
と
堂
ま
ど
ふ
と
（
一
二
六
）

「
今
日
。
陸
奥
守
実
方
朝
臣
秦
一
赴
レ
任
之
山
一
。
於
二
昼
御
座
方
一
給
レ
禄
」
（
日
本
紀
略
）
と
、
実
方
の
陸
奥
守
赴
任
に
と
も
な
う

贈
答
歌
。
こ
の
日
実
方
は
、
蔵
人
頭
斉
信
の
手
を
経
て
、
衾
・
下
襲
な
ど
を
拝
領
し
た
（
本
朝
世
紀
）
。
『
実
方
集
』
（
Ⅲ
一
六
九
・

一
七
○
）
『
拾
遺
集
』
巻
六
・
別
（
三
四
○
）
に
入
集
。

恨
べ
き
人
を
ぱ
し
ら
で
秋
風
に
お
ぱ
な
を
あ
や
な
頼
み
け
る
か
な
（
四
一
七
）

実
資
が
花
山
天
皇
の
退
位
後
、
そ
の
女
御
腕
子
（
式
部
卿
為
平
親
王
女
）
に
通
い
始
め
た
の
は
、
『
栄
花
物
語
』
（
ゑ
は
て
ぬ
ゆ
め
）

に
よ
る
と
正
暦
五
年
の
頃
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
に
は
「
北
方
は
花
山
院
の
女
御
、
為
平
式
部
卿
の
御
女
。
院
そ
む
か
せ
給
て
、
道
信

の
中
将
も
け
さ
う
し
申
給
に
、
こ
の
殿
（
実
資
）
ま
い
り
給
に
け
る
を
き
上
て
、
中
将
（
道
信
）
の
き
こ
え
給
し
ぞ
か
し
」
と
し

て
、
道
信
の
「
う
れ
し
き
は
い
か
ば
か
り
か
は
お
も
ふ
ら
む
」
の
歌
を
載
せ
る
。
右
の
二
つ
の
贈
答
歌
が
同
じ
年
か
ど
う
か
は
不

明
。
内
容
か
ら
す
る
と
、
前
者
は
結
婚
以
前
の
歌
で
あ
ろ
う
。
『
公
任
集
』
に
は
、
四
一
八
に
「
お
は
し
な
れ
て
の
比
、
た
き
物
を

聞
え
給
た
り
け
れ
ば
」
と
す
る
歌
も
あ
る
。

元
年
（
九
九
五
）
正
四
位
下
参
議
左
兵
術
督
皇
后
宮
大
夫
三
十
歳

月
二
十
八
日
任
左
兵
衛
督
（
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
）
。

み
ち
の
国
の
か
ゑ
さ
ね
か
た
く
だ
る
に
、
し
た
く
ら
や
る
と
て

あ
づ
ま
ぢ
の
木
の
し
た
く
ら
に
見
え
ゆ
か
ば
都
の
月
を
恋
ざ
ら
め
や
は
（
一
二
五
）

か
へ
し

返
し
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長
徳
二
年
（
九
・

正
月
十
三
日

九
月
二
十
一

（
十
月
末
）

悼
む
歌
、

十
一
月
十
三
日

は
れ
ず
の
ゑ
時
雨
る
方
を
な
が
む
れ
ば
光
も
く
も
る
物
に
ぞ
有
け
る
（
二
三
三
）

公
任
が
小
忌
の
役
と
な
っ
た
た
め
、
宣
方
の
喪
服
中
を
忘
れ
て
、
赤
紐
を
借
り
よ
う
と
求
め
た
折
の
贈
答
歌
。
宣
方
の
服
は
、
父

重
信
の
莞
去
（
長
徳
元
年
五
月
八
日
）
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
新
嘗
祭
が
催
さ
れ
た
（
日
本
紀
略
）
。

二
年
（
九
九
六
）
正
四
位
下
参
議
左
兵
衛
督
右
衛
門
督
皇
后
宮
大
夫
三
十
一
歳

け
ふ
こ
ず
は
ゑ
て
や
や
ま
坐
し
山
里
の
紅
葉
も
人
も
つ
ね
な
ら
ぬ
よ
に
（
二
一
八
）

は
、
中
納
言
の
在
職
で
五
月
九
日
に
没
し
た
源
保
光
を
指
す
。
『
新
古
今
集
』
巻
八
・
哀
傷
（
八
○
○
）
に
は
、
宣
方
へ
の
追
懐
と

し
て
入
集
す
る
が
、
編
者
の
誤
り
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
「
公
任
と
為
頼
」
『
源
氏
物
語
論
考
』
所
収
）
。

お
ゑ
に
さ
呉
れ
給
ひ
て
、
の
ぶ
か
た
の
中
将
ぶ
く
な
る
に
、
あ
か
ひ
も
か
り
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

雲
の
う
へ
の
ひ
か
り
も
い
と
■
遠
け
れ
ば
猶
ほ
し
が
た
し
墨
染
の
そ
で
（
三
一
三
）

中
務
の
宮
に
て
、
人
ｊ
く
～
さ
け
の
ゑ
し
つ
と
め
て
、
宮
の
き
こ
え
給
ふ
け
る

あ
か
ざ
り
し
君
が
匂
ひ
の
こ
ひ
し
さ
に
梅
の
花
を
ぞ
け
さ
は
折
つ
る
（
一
八
）

返
し

返
し 日

任
皇
后
宮
大
夫
（
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
）

「
よ
の
な
か
ざ
は
が
し
か
り
け
る
と
し
」
と
し
て
、
「
神
無
月
の
つ
ど
も
り
方
」
に
、
白
河
で
「
源
中
納
言
」
の
死
を
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公任年譜考（伊井）

八
月
七
日

五
月
十
八
日

五
月
五
日

い
と
ぎ
な
き
あ
や
め
は
お
ふ
る
所
か
ら
誰
に
か
上
り
て
ふ
く
き
ち
ょ
ぞ
は
（
七
○
）

中
納
言
は
定
頼
、
女
御
は
記
子
。
定
頼
は
正
暦
三
年
の
生
ま
れ
、
稚
児
と
す
る
の
を
仮
に
五
歳
と
す
る
と
長
徳
二
年
と
な
る
。
確

定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
前
後
の
年
で
あ
ろ
う
。

ま
た
の
と
し
、
ほ
う
さ
う
じ
の
御
八
講
の
日
、
た
め
よ
り

世
中
に
あ
ら
ま
し
か
ぱ
と
思
ふ
人
な
き
が
お
ほ
く
も
成
に
け
る
か
な
（
一
二
九
）

前
の
二
一
八
は
、
長
徳
元
年
十
月
に
源
保
光
を
追
懐
し
て
の
歌
。
右
は
そ
の
翌
年
の
、
実
頼
忌
日
の
五
月
十
八
日
に
法
性
寺
で
催

さ
れ
た
法
要
の
折
の
詠
で
あ
る
。
『
拾
遺
集
』
巻
二
十
・
哀
傷
（
一
二
九
九
）
、
『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
る
。

今
ぞ
し
る
袖
に
上
ほ
へ
る
花
の
香
は
君
が
お
り
け
る
に
ほ
ひ
な
り
け
り
（
一
九
）

『
為
頼
集
』
に
は
、
「
正
月
十
三
日
、
ひ
と
ひ
ま
い
り
た
ま
へ
り
し
の
ち
、
左
兵
衛
督
の
宮
に
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
」
（
三
一
）
と
し

て
、
公
任
が
具
平
親
王
に
一
八
番
歌
を
贈
っ
た
と
し
て
収
め
ら
れ
る
。
公
任
の
左
兵
衛
督
は
前
年
の
八
月
二
十
八
日
か
ら
、
今
年
の

七
月
十
四
日
ま
で
の
間
。
す
る
と
正
月
十
三
日
と
い
う
の
は
、
長
徳
二
年
の
こ
と
と
な
る
。

中
納
言
の
ち
ご
に
お
は
し
け
る
時
、
く
す
だ
ま
を
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
と
て
、
女
御
の
御

命
を
ぞ
つ
ぐ
と
い
ふ
な
る
い
と
ぎ
な
き
挟
に
か
上
る
け
ふ
の
あ
や
め
か
（
六
九
）

御
返
し

あ
り
く
に
の
大
弐
の
、
つ
く
し
へ
く
だ
る
に
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あ
り
く
に
が
す
ま
い
家
に
て
、
九
月
九
日

す
む
人
も
な
き
山
ざ
と
に
菊
の
花
秋
の
ゑ
さ
き
て
た
堂
に
過
け
る
（
一
二
四
）

八
月
に
大
宰
府
へ
赴
任
し
た
後
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
日
に
有
国
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
歌
か
。
一
二
五
に
「
か
へ
し
」
と
す
る
の
は
、

留
守
中
に
有
国
邸
で
詠
ん
だ
こ
と
を
知
ら
せ
、
そ
の
返
歌
が
九
州
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
二
六
も
同
じ
折
の
歌
。

九
月
十
九
日
除
目
に
よ
っ
て
、
公
任
は
右
衛
門
督
別
当
と
な
る
（
小
右
記
・
大
鏡
裏
書
）
。

長
徳
三
年
（
九
九
七
）
正
四
位
下
参
議
右
衛
門
督
皇
后
宮
大
夫
別
当
三
十
二
歳

三
月
十
九
日
皇
后
宮
遵
子
出
家
。

四
月
十
六
日
公
任
・
斉
信
同
車
し
て
道
長
邸
か
ら
の
帰
途
、
花
山
院
の
供
人
数
十
人
が
牛
飼
童
を
取
り
籠
め
、
礫
を
投
げ
る
な
ど
の

乱
行
に
遭
遇
す
る
（
小
右
記
・
百
錬
抄
他
）
。

九
月
九
日

別
よ
り
ま
さ
り
て
お
し
ぎ
命
哉
君
に
ふ
た
上
ぴ
あ
は
ん
と
思
へ
ぱ
（
二
一
七
）

有
国
の
大
宰
大
弐
は
前
年
の
十
月
十
八
日
の
こ
と
で
、
「
停
二
大
宰
大
弐
佐
理
一
、
以
二
藤
原
有
国
一
任
し
之
、
依
二
宇
佐
宮
訴
一
」
（
百

錬
抄
）
「
被
し
定
二
大
弐
一
事
、
右
大
臣
参
二
御
前
一
、
有
二
小
除
目
事
一
、
大
宰
大
弐
在
国
」
（
権
記
）
と
、
急
邊
佐
理
の
後
任
と
し
て
内

定
す
る
。
『
栄
花
物
語
』
（
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）
に
は
、
「
こ
の
頃
大
弐
辞
書
奉
り
た
れ
ば
、
有
国
を
な
さ
せ
給
へ
れ
ば
、
世
中
は
か
う

こ
そ
は
あ
れ
と
見
え
た
り
」
と
あ
る
。
た
だ
、
赴
任
は
翌
長
徳
二
年
の
こ
と
で
、
八
月
二
日
に
「
大
二
有
国
今
日
奏
赴
任
之
由
」

（
小
右
記
）
を
伝
え
、
八
月
七
日
に
道
長
邸
で
饅
の
宴
が
催
さ
れ
、
「
臨
晩
有
和
奇
、
藤
中
納
言
（
道
綱
）
・
左
武
術
（
公
任
）
・
左

〔
弁
〕

大
臣
（
惟
仲
）
・
宰
相
中
将
（
斉
信
）
・
勘
解
由
長
官
（
俊
賢
）
等
」
（
同
）
と
、
和
歌
会
も
持
た
れ
た
。
公
任
の
歌
は
、
そ
の
折
の

詠
で
あ
ろ
う
。
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公任年譜考（伊井）

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
正
四
位
下
参
議
右
衛
門
督
皇
后
宮
大
夫
勘
解
由
長
官
三
十
三
歳

正
月
二
十
五
日
伽
前
権
守
（
公
卿
補
任
）
。

十
月
二
十
三
日
勘
解
由
長
官
（
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
他
）
。

長
保
元
年
（
九
九
九
）
従
三
位
参
議
皇
后
宮
大
夫
右
衛
門
督
勘
解
由
長
官
三
十
四
歳

正
月
七
日
従
三
位
（
公
卿
補
任
）

（
春
）
ひ
と
に
、
春
の
は
じ
め
な
り

す
こ
し
は
る
あ
る
心
ち
こ
そ
す
れ
（
五
七
ａ
）

九
月
十
五
日

九
月
九
日
重
陽
の
節
会
の
後
、
詩
宴
が
催
さ
れ
る
。
匡
衡
の
献
じ
た
題
は
「
菊
是
為
仙
草
」
で
あ
っ
た
（
小
右
記
・
日
本
紀
略
他
）
。

『
江
吏
部
集
』
に
「
九
日
侍
レ
宴
同
賦
三
菊
是
為
二
仙
草
一
応
し
製
一
首
」
と
し
て
見
え
る
。

吹
そ
む
る
風
も
ぬ
る
ま
ぬ
山
ざ
と
は
（
五
七
ｂ
）

こ
の
前
句
は
清
少
納
言
に
も
届
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
彼
女
は
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
返
し
た
と
い
う
（
枕
草

竹
鼻
績
氏

詠
が
続
く
。

九
月
十
五
日
宮
の
御
念
仏
は
じ
め
ら
れ
け
る
夜
、
あ
そ
び
な
ど
せ
ら
れ
て
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
ふ
る
き
事
な
ど
お
も

ふ
心
を
人
ノ
、
読
け
る
に

古
へ
を
こ
ふ
る
涙
に
く
ら
さ
れ
て
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
秋
の
よ
の
月
（
四
八
四
）

竹
鼻
績
氏
（
「
藤
原
公
任
の
研
究
」
）
の
、
遵
子
の
出
家
し
た
年
の
九
月
と
す
る
の
に
従
っ
て
お
く
。
以
下
四
八
九
ま
で
同
じ
折
の

と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
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閏
三
月
二
十
九
日
勘
解
由
長
官
を
辞
す
（
公
卿
補
任
・
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
。

五
月
六
日
道
長
邸
で
の
作
文
会
。
隆
家
・
公
任
・
斉
信
な
ど
参
会
（
御
堂
関
白
記
）
。
翌
七
日
の
早
朝
披
講
、
題
は
斉
名
に
よ
る
「
水

三
月
二
十
九
日

子
）
。
年
次
は
、
長
保
元
年
か
二
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

花
の
盛
に
藤
原
為
頼
な
ど
と
も
な
ひ
て
い
は
く
ら
に
ま
か
れ
り
け
る
を
、
中
将
宣
方
朝
臣
な
ど
、
か
く
侍
ら
ざ
り
け
ん
後
の

た
び
に
か
な
ら
ず
侍
ら
ん
と
聞
け
る
を
、
そ
の
と
し
中
将
も
為
よ
り
も
身
ま
か
り
け
る
、
又
の
年
、
か
の
花
の
比
、
中
務
卿

具
平
親
王
の
も
と
よ
り

春
く
れ
ば
散
に
し
花
も
咲
に
け
り
哀
別
の
か
入
ら
ま
し
か
ぱ
（
五
五
九
）

行
か
へ
り
春
や
哀
と
思
ふ
ら
ん
契
り
し
人
の
ま
た
も
あ
は
ね
ば
（
五
六
○
）

中
将
宣
方
は
長
徳
四
年
八
月
十
三
日
没
、
為
頼
も
同
年
に
亡
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
書
陵
部
本
で
は
「
中
将
実
方
朝
臣
」
と
す

る
が
、
実
方
も
同
年
十
一
月
十
三
日
（
尊
卑
分
脈
）
に
、
赴
任
地
の
陸
奥
で
没
し
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
贈
答
歌
は
、
そ
の
翌
年
の

春
と
知
ら
れ
る
。
『
千
載
集
』
巻
九
・
哀
傷
（
五
四
四
・
五
四
五
）
に
入
集
。

少
納
言
む
ね
ま
さ
が
ほ
う
し
に
な
り
て
、
し
が
に
あ
る
に

さ
堂
波
や
し
が
の
浦
風
い
か
ば
か
り
心
の
う
ち
は
す
図
し
か
る
ら
ん
（
五
三
六
）

藤
原
統
理
の
出
家
（
日
本
紀
略
・
本
朝
世
紀
他
）
を
知
っ
て
の
詠
。
『
拾
遺
集
』
巻
二
十
・
哀
傷
（
一
三
三
六
）
で
は
、
「
少
納
言

藤
原
統
理
に
と
し
頃
ち
ぎ
る
事
侍
り
け
る
を
志
賀
に
出
家
し
侍
る
と
聞
き
て
い
ひ
遣
は
し
け
る
」
の
詞
書
を
持
つ
。
五
三
七
・
五
三

八
も
、
統
理
と
の
贈
答
歌
。

返
し
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公任年譜考（伊井）

八
月
二
十
日

九
月
十
二
日大

と
の
、
ま
だ
せ
く
に
お
は
し
上
時
、
人
ｊ
、
ぐ
し
て
紅
葉
み
に
あ
り
ぎ
給
う
し
に
、
嵯
峨
の
滝
ど
の
に
て

滝
の
を
と
は
た
え
て
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ど
な
こ
そ
な
が
れ
て
猶
き
こ
え
け
れ
（
二
九
）

と
の
に
か
へ
り
給
ふ
て

山
べ
よ
り
野
べ
も
の
こ
さ
ず
尋
ね
き
て
と
ま
る
も
し
る
き
宿
の
も
ゑ
ぢ
ぱ
（
一
二
○
）

こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
は
、
『
権
記
』
に
．
昨
与
左
右
金
吾
（
誠
信
・
公
任
）
源
三
相
公
（
俊
賢
）
井
子
右
中
丞
相
約
有
此

事
、
各
調
餌
袋
破
子
、
先
到
大
覚
寺
滝
殿
栖
霞
観
、
次
丞
相
騎
馬
、
以
下
従
之
、
到
大
堰
河
畔
、
式
部
権
大
輔
依
丞
相
命
上
和
寄
、

題
云
、
処
々
尋
紅
葉
、
次
帰
相
府
馬
場
、
読
和
奇
、
初
到
滝
殿
、
右
金
吾
詠
云
、
滝
音
能
、
絶
且
久
成
奴
礼
東
、
名
杜
流
且
、
猶
聞

計
礼
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
『
小
右
記
』
で
は
、
道
長
へ
の
誠
信
と
公
任
と
の
追
従
ぶ
り
を
批
難
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
一
行
は
ま
ず
大
覚
寺
に
赴
き
、
次
に
大
井
河
で
は
「
処
々
尋
紅
葉
」
の
題
で
、
さ
ら
に
都
に
帰
っ
て
道
長
邸
の
馬
場

殿
で
も
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
三
九
は
滝
殿
の
、
一
二
○
は
帰
京
し
て
の
詠
で
あ
る
。
ま
た
、
『
長
能
集
』
（
１
）
に
は
、

樹
多
佳
趣
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
折
の
公
任
と
道
済
の
詩
が
『
本
朝
麗
藻
』
に
、
斉
信
・
道
済
・
匡
衡
・
斉
名
な
ど
の
作
が
『
類
聚
句

題
抄
』
に
、
さ
ら
に
『
江
吏
部
集
』
に
は
「
七
言
。
夏
日
陪
二
左
相
府
書
閣
一
同
賦
水
樹
多
二
佳
趣
一
応
し
教
一
首
」
と
し
て
、
序
と
詩

が
収
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
拾
遺
集
』
巻
十
八
・
雑
賀
（
二
七
五
）
に
「
右
大
臣
家
つ
く
り
あ
ら
た
め
て
わ
た
り
は
じ
め
け
る
こ

ろ
、
ふ
ゑ
つ
く
り
、
う
た
な
ど
人
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
水
樹
多
佳
趣
と
い
ふ
題
を
」
と
し
て
、

す
ゑ
そ
む
る
す
ゑ
の
心
の
見
ゆ
る
か
な
ゑ
ぎ
は
の
松
の
か
げ
を
う
つ
せ
ば

の
歌
が
入
集
す
る
。

東
三
条
院
詮
子
慈
徳
寺
に
行
啓
、
公
任
勅
使
を
勤
め
る
（
小
右
記
・
御
堂
関
白
記
・
権
記
）
。
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梅
花
に
ほ
ふ
あ
た
り
の
笛
の
音
は
吹
か
ぜ
よ
り
も
う
ら
め
し
き
哉
（
二
九
九
）

と
す
る
ほ
か
、
三
○
七
ま
で
そ
の
折
の
歌
を
収
め
る
。
こ
の
屏
風
歌
は
、
『
高
遠
集
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

十
一
月
一
日
道
長
女
彰
子
（
十
二
歳
）
入
内
。

長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
従
三
位
参
議
右
衛
門
督
皇
后
宮
大
夫
三
十
五
歳

二
月
二
十
五
日
遵
子
、
皇
太
后
宮
と
な
る
（
大
鏡
裏
書
）

十
月
二
十
八
日
彰
子
の
入
内
に
際
し
て
、
道
長
は
人
々
に
歌
を
詠
進
さ
せ
、
選
定
し
た
歌
を
色
紙
形
に
行
成
の
手
で
書
写
さ
せ
て
、

そ
れ
を
貼
り
つ
け
た
屏
風
の
作
製
を
企
画
す
る
。
十
月
二
十
一
日
に
人
々
に
歌
を
求
め
（
御
堂
関
白
記
）
、
二
十
七
日
に
は
則
隆
・

公
任
・
懐
平
・
高
遠
・
斉
信
な
ど
が
持
参
し
て
い
る
。
『
小
右
記
』
（
二
十
八
日
・
三
十
日
）
で
は
、
花
山
院
ま
で
歌
を
詠
ん
だ
こ

と
、
公
任
の
追
従
す
る
さ
ま
な
ど
を
批
難
す
る
。
行
成
は
、
二
十
七
日
以
降
に
染
筆
し
た
（
権
記
）
。
三
十
日
に
は
ほ
ぼ
で
き
あ
が

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
公
任
集
』
に
は
、

中
宮
の
う
ち
に
ま
い
り
給
ふ
御
屏
風
歌
、
人
の
家
ち
か
く
、
ま
つ
、
む
め
の
は
な
Ｌ
ど
あ
り
、
す
だ
れ
の
ま
へ
に
ふ
え
ふ
く

三
月
二
十
三
日

○
三
二
）
に
入
集
す
る
。

左
の
大
臣
の
、
大
井
に
お
は
し
ま
し
て
、
も
み
ぢ
を
た
づ
ね
た
ま
ふ
心
、
ょ
ま
せ
給
し
に

い
づ
こ
に
か
こ
ま
も
と
堂
め
む
も
み
ぢ
ぱ
の
い
ろ
な
る
も
の
は
こ
上
ろ
な
り
け
れ
（
一
四
一
）

と
見
え
、
Ⅱ
（
六
五
）
で
は
「
と
こ
ろ
人
＼
の
も
み
ぢ
を
た
づ
い
と
い
ふ
だ
い
を
」
と
す
る
の
に
よ
っ
て
、
長
能
も
道
長
の
遊
覧
に

従
っ
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。
な
お
、
公
任
の
二
九
は
『
拾
遣
集
』
巻
八
・
雑
上
（
四
四
九
）
と
『
千
載
集
』
巻
十
六
・
雑
上
（
一

人
あ
り
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公任年譜考（伊井）

長
保
三
年
（
一
（

正
月
三
十
日

二
月
五
日

さ
そ
は
れ
ぬ
身
こ
そ
佗
つ
れ
津
の
国
の
難
波
の
浦
を
思
ひ
や
り
つ
上
（
四
九
一
）

東
三
条
院
は
三
月
二
十
日
に
石
清
水
に
泊
り
、
二
十
二
日
は
摂
津
、
二
十
三
日
は
住
吉
参
詣
を
経
て
天
王
寺
へ
、
二
十
五
日
に
還

御
し
て
い
る
（
御
堂
関
白
記
）
。
勅
使
と
し
て
下
っ
た
式
部
卿
宮
頼
定
に
、
小
野
宮
実
資
が
、
左
大
臣
道
長
と
大
夫
公
任
の
も
と
に

歌
を
よ
こ
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
四
九
二
も
同
じ
折
の
詠
・

三
年
（
一
○
○
一
）
従
三
位
正
三
位
権
中
納
言
左
衛
門
督
皇
后
宮
大
夫
三
十
六
歳

あ
し
た
づ
の
く
も
の
う
へ
に
は
か
ょ
へ
ど
も
ふ
る
す
わ
す
る
上
時
は
な
き
か
な
（
一
○
一
）

道
済
の
任
蔵
人
は
長
保
三
年
正
月
三
十
日
の
こ
と
（
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
）
。

あ
ま
の
と
に
さ
し
て
ら
し
て
や
さ
ょ
ふ
け
て
た
堂
ょ
ひ
あ
り
く
雲
の
上
人
（
道
済
集
一
○
○
）

女
院
の
す
み
よ
し
ま
う
で
ざ
せ
給
ふ
る
に
、
式
部
卿
の
宮
の
中
将
の
、
う
ち
の
お
ほ
ん
せ
じ
に
て
ま
い
り
給
る
に
つ
け
て
、

左
の
大
殿
、
大
宮
の
大
夫
の
御
も
と
に
、
を
の
上
宮

都
人
あ
り
や
と
上
は
堂
つ
の
く
に
の
こ
ふ
の
わ
た
り
に
佗
と
こ
た
へ
よ
（
四
九
○
）

な
り
の
ぶ
の
中
将
、
す
け
し
て
の
つ
と
め
て
、
左
大
弁
ゆ
き
な
り
の
、
よ
の
は
か
な
き
こ
と
聞
え
給
へ
り
け
る
に

と
あ
る
か
へ
し

蔵
人
に
な
り
て
、
右
衛
門
督
殿
（
公
任
）
に
よ
う
さ
り
ま
い
り
て
侍
し
に
、
御
物
い
み
な
り
け
れ
ば
、
あ
ひ
た
ま
は
で
、
よ

う
ち
ふ
け
て

と
き
こ
え
け
れ
ば
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十
月
三
日

十
月
七
日

思
ひ
し
る
人
も
有
け
る
世
中
に
い
つ
を
い
つ
と
て
過
る
成
ら
ん
（
二
二
六
）

「
今
日
（
四
日
）
。
左
大
臣
養
子
右
近
権
中
将
源
成
信
。
与
二
右
大
臣
顕
光
息
男
右
近
少
将
藤
原
重
家
一
。
相
伴
。
向
二
三
井
寺
一
出

家
。
価
両
大
臣
驚
向
二
彼
寺
こ
（
日
本
紀
略
）
。
二
人
の
出
家
に
つ
い
て
は
、
『
大
鏡
』
ほ
か
説
話
集
に
も
見
え
る
。
右
の
歌
は
『
拾

遺
集
』
巻
二
十
・
哀
傷
（
一
二
三
五
）
、
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
七
・
雑
三
（
一
○
三
二
）
に
入
集
。
『
公
任
集
』
の
二
二
七
は
、
「
ゆ
き

ふ
る
に
、
入
道
成
の
ぶ
の
中
将
の
も
と
に
」
と
す
る
歌
。

八
月
二
十
五
日
任
権
中
納
言
（
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
）
。

（
秋
）
せ
い
少
納
言
が
つ
き
の
わ
に
か
へ
り
す
む
比

あ
り
つ
上
も
雲
ま
に
す
め
る
月
の
を
は
い
く
ょ
な
が
め
て
行
帰
る
ら
ん
（
五
三
九
）

清
少
納
言
の
仕
え
た
皇
后
定
子
は
、
前
年
の
十
二
月
十
五
日
に
崩
御
、
そ
の
後
彼
女
は
宮
中
を
去
り
、
月
の
輪
に
住
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
以
下
、
五
四
三
ま
で
続
く
。

十
月
三
日
任
左
衛
門
督
（
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
）

女
院
の
四
十
の
御
賀
の
屏
風
の
歌
、
も
し
も
や
と
て
ま
う
け
給
へ
り
け
れ
ど
も
、
さ
も
あ
ら
ざ
り
、
花
あ
る
所

春
た
ち
て
さ
く
花
承
れ
ば
行
末
の
月
日
お
ほ
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
哉
（
三
○
八
）

東
三
条
院
御
賀
の
試
楽
は
十
月
七
日
、
『
権
記
』
に
「
事
詑
各
退
出
、
撤
御
装
束
後
、
左
大
臣
（
道
長
）
、
内
大
臣
（
公
季
）
、
左

詠
力

衛
門
督
（
公
任
）
、
丼
金
吾
召
候
御
前
、
左
大
臣
、
左
金
吾
禄
御
屏
風
和
奇
、
了
退
出
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
道
長
と
公
任

は
屏
風
和
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
。
公
任
は
、
こ
の
日
自
作
の
歌
を
披
露
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
屏
風
歌
と
し
て
は
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
。
同
じ
折
の
詠
が
以
下
三
二
ま
で
続
く
。
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公任年譜考（伊井）

長
保
四
年
（

二
月
十
日

十
月
十
日
四
十
賀
の
賞
に
よ
り
、
正
三
位
に
昇
進
（
公
卿
補
任
）
。

十
二
月
三
日
別
当
を
辞
す
（
公
卿
補
任
）
。

十
二
月
二
十
二
日
東
三
条
院
詮
子
崩
御
。

保
四
年
（
一
○
○
三
正
三
位
中
納
言
皇
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
三
十
七
歳

十
月
九
日

女
院
四
十
の
賀
に
、
大
将
殿
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
か
は
ら
け
と
り
て

君
が
代
に
い
ま
い
く
た
び
か
か
く
し
つ
上
う
れ
し
き
折
に
あ
は
ん
と
す
ら
ん
（
二
二
四
）

上
東
門
院
で
、
天
皇
の
行
幸
と
中
宮
の
行
啓
を
得
て
の
東
三
条
院
四
十
賀
が
催
さ
れ
る
（
日
本
紀
略
・
権
記
他
）
が
、
右
は
そ
の

詮
子
四
十
賀
の
屏
風
は
、
『
栄
花
物
語
』
（
と
り
べ
野
）
『
後
拾
遺
集
』
『
道
済
集
』
な
ど
に
見
え
る
が
、
『
権
記
』
に
よ
る
と
「
於

弘
徽
殿
東
庇
、
聿
冒
御
屏
風
四
帖
和
歌
十
二
首
、
韮
猷
恒
綻
龍
一
輔
甲
斯
讃
一
諌
隆
注
随
一
鋤
襯
令
奏
覧
」
（
十
月
八
日
）
と
記
す
。
一
首
不
足

す
る
も
の
の
、
公
任
の
歌
は
屏
風
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
右
の
よ
う
な
詞
害
と
な
っ
た
の
で
あ

折
の
詠
。

女
院
う
せ
給
ふ
て
又
の
と
し
、
二
月
は
つ
れ
の
日
、
女
房
の
も
と
に

た
れ
に
と
か
ま
つ
を
も
ひ
か
ん
鶯
の
初
音
か
ひ
な
き
け
ふ
に
も
有
か
な
（
二
三
五
）

東
三
条
院
詮
子
四
十
九
日
の
法
要
（
権
記
・
日
本
紀
略
他
）
の
折
の
詠
・
『
栄
花
物
語
』
（
と
り
べ
野
）
で
は
、
正
月
七
日
の
子
日

と
す
る
。
『
拾
遺
集
』
巻
十
六
・
雑
春
（
一
○
二
二
）
に
入
集
。

ろ
う
。
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八
月
十
八
日
『
権
記
』
に
「
詣
左
府
、
有
廿
八
品
和
歌
之
事
、
大
弼
（
有
国
）
作
序
、
入
夜
罷
出
」
と
記
さ
れ
る
の
に
よ
り
、
法
華

二
十
八
品
和
歌
の
創
案
は
道
長
で
あ
ろ
う
。
『
栄
花
物
語
』
（
う
た
が
ひ
）
に
は
、
公
任
の
詠
作
の
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
ほ
か
に
斉

信
・
俊
賢
・
行
成
が
詠
ん
だ
。
『
本
朝
文
粋
』
（
巻
十
一
）
に
は
、
藤
原
有
国
の
「
讃
法
華
経
廿
八
品
和
歌
序
」
が
収
め
ら
れ
る
。
公

任
の
詠
作
は
、
二
五
九
以
下
二
八
八
ま
で
。

（
七
月
）

音
に
き
く
か
う
が
の
水
は
か
へ
る
共
白
河
の
な
を
い
つ
か
わ
す
れ
ん
（
五
一
四
）

七
月
七
日
、
ふ
れ
に
の
る
に
や
り
給
ふ
け
る

あ
ま
の
川
後
の
け
ふ
だ
に
は
る
け
ぎ
を
い
つ
共
し
ら
ぬ
我
ぞ
悲
し
き
（
五
一
五
）

寂
照
（
大
江
定
基
）
は
寛
和
二
年
六
月
に
出
家
し
、
長
保
五
年
八
月
二
十
五
日
に
入
唐
、
円
通
大
師
と
号
し
た
と
い
う
（
尊
卑
分

脈
）
。
長
元
八
年
に
宋
の
地
で
没
、
七
十
七
歳
。
「
長
徳
年
中
入
唐
」
（
大
鏡
裏
書
）
と
も
、
恵
心
の
命
に
よ
っ
て
長
保
二
年
に
入
宋

し
た
（
元
亨
釈
書
）
と
も
さ
れ
る
が
、
『
扶
桑
略
記
』
の
長
保
五
年
八
月
二
十
五
日
に
「
寂
照
離
二
本
朝
肥
前
国
一
・
渡
し
海
入
唐
」
と

す
る
の
に
従
っ
て
お
く
。
す
る
と
、
都
を
離
れ
た
の
は
前
年
の
七
月
七
日
と
思
わ
れ
る
。
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
、
三
月
十
五
日

の
条
に
「
入
唐
前
三
河
守
大
江
定
基
雛
脇
上
状
。
向
二
大
宋
国
一
巡
二
礼
五
台
山
一
」
と
見
え
る
。
三
月
に
入
宋
を
願
い
出
、
準
備
や
人

々
と
の
別
れ
を
す
ま
せ
て
都
を
離
れ
た
の
は
七
月
七
日
、
翌
年
の
八
月
に
肥
前
国
か
ら
出
航
し
た
か
、
中
国
本
土
へ
渡
り
着
い
た
の

で
あ
ろ
う
。 ゑ

か
は
の
入
道
の
た
う
に
わ
た
る
か
ど
で
を
、
し
ら
川
に
し
た
り
け
る
に
、
や
り
給
ふ
け
る

わ
が
宿
に
や
ど
る
門
出
の
行
末
は
旅
ね
こ
と
に
も
忘
れ
ざ
ら
な
ん
（
五
一
三
）

返
し
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公任年譜考（伊井）

八
月
二
十
九
日
公
任
・
行
成
な
ど
白
河
に
赴
き
酒
宴
。
道
長
か
ら
歌
を
贈
ら
れ
、
公
任
は
そ
れ
に
和
し
て
返
し
を
す
る
（
権
記
）
。

長
保
五
年
（
一
○
○
三
）
正
三
位
中
納
言
皇
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
三
十
八
歳

五
月
六
日
宮
中
で
作
文
会
。
題
「
初
蝉
繕
一
声
」
、
広
業
序
、
道
長
・
公
任
・
斉
信
等
献
詩
（
権
記
）
。
こ
の
折
の
御
製
が
『
本
朝
麗

寛
弘
元
年
（

二
月
六
日

藻
』
に
収
め
ら
れ
る
。

五
月
十
五
日
左
大
臣
達

五
月
二
十
七
日
道
長
に
従
っ
て
宇
治
に
遊
び
、
作
文
会
。
題
は
「
晴
後
山
川
清
」
、
参
加
者
は
実
資
・
公
任
・
斉
信
・
有
国
等
（
権

五
月
二
十
八
日
作
文
里

政
の
詩
が
収
め
ら
れ
る
。

記
）
。

行
資
他
。

身
を
つ
み
て
お
ぽ
つ
か
な
ぎ
は
雪
や
ま
ぬ
春
日
の
原
の
若
菜
也
け
り
（
五
○
五
）

二
月
五
日
、
春
日
祭
の
使
い
に
頼
通
出
立
、
右
は
道
長
と
公
任
と
の
贈
答
歌
（
御
堂
関
白
記
）
。
『
御
堂
関
白
記
』
の
裏
書
に
、

六
日
、
雪
深
、
朝
早
左
衛
門
督
許
か
く
い
ひ
や
る
、
わ
か
な
つ
む
か
す
が
の
は
ら
に
由
木
ふ
れ
ば
こ
上
ろ
づ
か
ひ
を
け
ふ
さ
へ

左
の
大
殿
の
た
づ
、
か
す
が
の
つ
か
ひ
に
い
で
た
ち
給
ひ
て
、
又
の
日
雪
の
ふ
り
け
る
に
、
そ
の
と
の
よ
り

わ
か
な
摘
か
す
が
の
は
ら
に
雪
降
ぱ
心
づ
か
ひ
を
け
ふ
さ
へ
ぞ
や
る
（
五
○
四
）

（
一
○
○
四
）
正
三
位
中
納
一
言
皇
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
三
十
九
歳

御
か
へ
し

左
大
臣
道
長
歌
合
（
太
政
大
臣
殿
三
十
講
歌
合
）
で
、
公
任
は
判
者
と
な
る
。
詠
者
は
、
輔
親
・
兼
澄
・
長
能
・
輔
尹
．

作
文
の
披
講
。
夜
、
宇
治
か
ら
帰
京
。
『
本
朝
麗
藻
』
に
公
任
・
為
政
の
、
『
類
聚
句
題
抄
』
に
は
公
任
・
以
言
・
為
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三
月
二
十
八
日

三
月
七
日

〔
か
〕

ぞ
や
る
、
か
へ
り
、
象
を
つ
ゑ
て
お
ぽ
つ
□
な
木
は
由
木
や
ま
ぬ
か
す
が
の
は
ら
の
わ
か
な
入
り
け
り
、

こ
の
折
、
花
山
法
皇
か
ら
も
歌
が
贈
ら
れ
、
道
長
の
返
歌
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
『
栄
花
物
語
』
（
は
つ
は
な
）
．
『
御
堂
関
白
集
』

に
見
え
、
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
九
・
雑
五
（
一
二
二
・
二
一
三
）
に
も
入
集
。

三
月
三
日
内
裏
で
の
作
文
会
。
序
は
匡
衡
、
題
は
「
花
貝
年
々
同
」
（
権
記
・
御
堂
関
白
記
）
。
『
江
吏
部
集
』
に
は
「
七
言
。
三
月

三
日
同
賦
一
一
花
貌
年
年
同
一
応
し
製
詩
一
首
」
と
し
、
序
と
詩
が
収
め
ら
れ
る
。

は
る
か
な
る
そ
の
島
人
の
言
葉
を
ち
る
と
は
ゑ
け
む
か
ぜ
の
た
よ
り
に
（
二
○
○
）

『
権
記
』
に
「
因
幡
国
言
上
子
陵
嶋
十
一
人
事
等
」
と
見
え
、
『
本
朝
麗
藻
』
に
は
、
為
憲
の
「
代
二
這
陵
嶋
人
一
感
二
皇
恩
一
詩
」

怖
慌
イ

と
、
有
国
の
「
高
麗
蕃
徒
之
中
有
二
新
羅
国
這
陵
嶋
人
折
競
悦
之
者
一
。
其
文
不
レ
優
。
頗
知
二
詩
篇
一
。
臨
レ
別
之
日
。
予
与
二
一
篇
一
」

と
す
る
詩
を
収
め
る
。
ウ
ル
マ
人
の
一
行
は
、
因
幡
に
上
陸
し
て
入
洛
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
月
）
そ
ち
の
宮
、
花
承
に
し
ら
川
に
お
は
し
て

わ
れ
が
名
は
花
い
す
人
と
た
上
ぱ
た
て
た
図
一
枝
は
お
り
て
か
へ
ら
ん
（
二
九
）

帥
宮
敦
道
親
王
と
和
泉
式
部
の
白
河
山
荘
の
訪
問
に
と
も
な
う
一
連
の
贈
答
歌
は
、
以
下
三
六
ま
で
続
く
。
『
和
泉
式
部
集
』
に

も
見
え
て
お
り
、
橘
道
貞
の
陸
奥
守
赴
任
（
三
月
末
）
の
前
の
こ
と
。

ま
嗽

し
ら
ぎ
の
う
る
も
の
し
ま
人
き
て
、
こ
上
の
人
の
言
事
も
間
し
ら
ず
と
き
か
せ
給
て
、
返
事
聞
え
ざ
り
け
る
人
に

お
ぽ
つ
か
な
う
る
ま
の
島
の
人
な
れ
や
わ
が
う
ら
び
る
を
し
ら
ず
が
ほ
な
る
（
一
九
九
）

返
し
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公任年譜考（伊井）

十
月
一
日

花
山
院
、
観
音
院
に
お
は
し
て
、
の
こ
り
の
花
を
た
づ
ぬ
、
山
寺
に
あ
そ
ぶ
と
い
ふ
だ
い
、
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る
に

承
る
ま
上
に
か
つ
ち
る
花
を
た
づ
ぬ
れ
ば
の
こ
り
の
春
ぞ
す
ぐ
な
か
り
け
る
（
五
一
）

つ
ね
に
ま
す
わ
し
の
ゑ
ね
を
し
ま
だ
み
ね
ば
け
ふ
山
里
の
め
づ
ら
し
き
哉
（
五
二
）

〔
院
脱
〕

花
山
院
の
遊
覧
は
「
即
候
御
車
、
覧
白
河
殿
、
後
従
山
辺
御
御
馬
、
御
観
音
勝
算
房
、
余
所
儲
御
前
物
丼
破
子
」
（
御
堂
関
白
記
）

と
し
、
裏
書
に
「
於
彼
房
供
、
仰
左
衛
門
督
（
公
任
）
令
和
奇
題
二
首
料
、
帰
院
給
後
奉
奇
、
有
御
製
賜
之
」
と
あ
る
。
『
百
錬
抄
』

『
権
記
』
に
も
記
事
あ
り
。
『
長
能
集
』
に
も
、
こ
の
題
に
よ
る
二
首
の
歌
を
収
め
る
。

九
月
九
日
清
涼
殿
に
お
い
て
作
文
会
、
題
「
菊
為
九
日
花
」
、
公
任
・
斉
信
・
有
国
・
輔
正
な
ど
献
詩
。

九
月
十
二
日
道
長
邸
で
の
作
文
会
、
題
は
「
水
清
似
晴
漢
」
（
御
堂
関
白
記
・
権
記
）
。
「
上
達
部
五
六
人
、
殿
上
人
」
な
ど
と
あ
る

だ
け
だ
が
、
『
類
聚
句
題
抄
』
に
顕
光
・
斉
信
・
公
任
ｄ
有
国
・
以
言
・
孝
道
・
積
善
・
道
済
・
為
政
・
宣
義
の
詩
が
見
え
る
。

を
ぎ
か
は
る
霜
に
ま
ぎ
れ
て
立
霧
は
久
し
き
秋
の
た
め
し
な
り
け
り
（
二
一
五
）

九
月
に
閏
月
の
あ
る
の
は
寛
弘
元
年
の
こ
と
。
兼
澄
女
は
禎
子
内
親
王
（
陽
明
門
院
）
の
乳
母
と
な
り
、
命
婦
の
乳
母
と
呼
ば
れ

た
。
二
八
・
一
七
九
に
も
見
え
る
。

（
秋
）
中
務
の
宮
に
、
や
え
ぎ
ぐ
う
へ
給
ふ
て
、
ふ
ゑ
つ
く
り
あ
そ
び
し
給
ひ
け
る
日

１

つ
ね
よ
り
も
ほ
ど
へ
て
過
る
秋
な
れ
ど
な
を
立
ど
ま
れ
け
さ
の
朝
霧
（
一
三
四
）

九
月
ふ
た
つ
あ
る
と
し
の
十
月
つ
い
た
ち
の
日
、
か
ね
ず
承
が
む
す
め
の
も
と
に
、
き
り
の
い
み
じ
う
た
ち
ふ
た
が
り
け
る

か
へ
し

一
」
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寛
弘
二
年
（

四
月
一
日

を
し
な
く
て
ひ
ら
く
る
菊
は
や
へ
ｊ
、
の
花
の
し
も
に
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る
（
一
八
八
）

こ
の
歌
は
、
『
後
拾
遺
集
』
巻
一
七
、
雑
三
（
九
八
三
）
の
詞
書
に
よ
る
と
、
「
世
中
を
う
ら
み
て
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
頃
八
重

菊
を
見
て
よ
ゑ
侍
り
け
る
」
と
す
る
。
具
平
親
王
邸
で
の
歌
で
、
一
八
九
に
宮
の
返
し
が
あ
る
。
公
任
は
「
自
去
九
月
不
仕
」
（
公

卿
補
任
）
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら
世
を
疎
ん
で
公
の
席
に
出
な
く
な
る
。

十
二
月
十
五
日
公
任
、
経
通
を
通
じ
て
辞
表
を
提
出
す
る
。
十
月
二
十
一
日
の
、
平
野
・
松
尾
社
へ
の
行
幸
の
賞
に
よ
り
、
斉
信
が

従
二
位
に
昇
進
し
た
こ
と
へ
の
抗
議
に
よ
る
（
御
堂
関
白
記
）
。

辞
表
の
文
章
に
つ
い
て
、
公
任
は
斉
名
・
以
言
に
相
談
し
た
が
意
に
染
ま
ず
、
匡
衡
に
書
く
よ
う
求
め
た
と
い
う
（
袋
草
紙
・
古

事
談
）
。
そ
れ
は
『
本
朝
文
粋
』
（
巻
五
、
表
下
）
に
収
め
ら
れ
る
。

十
二
月
二
十
日
公
任
の
辞
表
返
却
（
御
堂
関
白
記
）
。

弘
二
年
（
一
○
○
五
）
正
三
位
従
二
位
中
納
言
皇
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
四
十
歳

行
か
は
る
春
を
も
し
ら
ず
花
さ
か
い
み
山
が
く
れ
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
（
五
二
八
）

公
任
は
、
辞
表
が
返
さ
れ
て
後
も
出
仕
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
承
か
ね
た
道
長
が
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
の
四
月

二
日
の
条
に
「
昨
以
和
寄
一
首
被
贈
左
金
吾
（
公
任
）
云
、
谷
戸
を
閉
や
は
て
鶴
鶯
の
待
に
声
世
天
春
も
過
ぬ
る
、
返
、
性
帰
る
春

を
も
不
知
花
さ
か
ぬ
御
山
が
く
れ
の
鶯
声
」
と
見
え
る
。
『
御
堂
関
白
集
』
、
『
拾
遺
集
』
巻
十
六
・
雑
春
（
一
○
四
六
、
一
○
六
五
）
、

世
中
す
さ
ま
じ
う
て
こ
も
り
ゐ
給
る
比
、
大
殿
よ
り
春
の
こ
と
な
り

谷
の
と
を
と
ぢ
や
は
て
た
る
鶯
の
ま
つ
に
声
せ
で
春
も
過
ぬ
る
（
五
二
七
）

御
返
し
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公任年譜考（伊井）

寛
弘
四
年
（
一
○
○
七
）
従
二
位
中
納
言
皇
太
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
四
十
二
歳

『
千
載
集
』
巻
十
七
・
雑
中
（
一
○
六
一
）
に
入
集
。

な
お
、
こ
の
歌
を
受
け
て
「
な
し
の
花
に
時
す
ぎ
た
る
み
の
つ
ぎ
た
る
に
、
右
大
弁
（
行
成
）
」
と
し
て
、

春
ふ
か
み
み
山
が
く
れ
の
花
な
し
と
い
ふ
に
つ
き
て
は
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
（
二
四
）

の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
行
成
は
、
公
任
が
道
長
に
返
し
た
「
花
さ
か
い
み
山
が
く
れ
」
の
こ
と
ば
を
用
い
、
や

が
て
春
の
訪
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
五
・
二
六
は
公
任
の
返
歌
。

四
月
十
七
日
実
資
、
公
任
の
愛
子
金
石
に
小
野
道
風
の
「
手
跡
一
巻
」
を
与
え
る
。
「
金
吾
（
公
任
）
涕
泣
如
雨
、
哀
憐
之
甚
、
附

属
詞
不
可
敢
云
者
」
（
小
右
記
）
と
、
公
任
の
喜
び
よ
う
は
こ
の
上
も
な
か
っ
た
。

五
月
三
日
公
任
、
播
磨
国
書
写
山
の
性
空
上
人
の
も
と
に
赴
く
（
小
右
記
）
。

七
月
二
十
一
日
公
任
、
再
度
辞
表
を
提
出
す
る
が
、
経
通
を
通
じ
て
却
下
さ
れ
、
時
光
を
越
え
て
従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
る
（
御
堂
関

白
記
・
権
記
・
日
本
紀
略
・
扶
桑
略
記
他
）
。
『
小
右
記
』
に
は
「
件
慶
希
代
之
事
也
、
雪
先
日
恥
、
還
増
光
華
」
と
す
る
。
こ
の

後
、
公
任
は
再
び
出
仕
し
始
め
る
。

九
月
九
日
宮
中
に
お
い
て
重
陽
の
作
文
、
題
は
「
菊
是
花
聖
賢
」
、
序
は
匡
衡
、
参
加
者
は
道
長
・
伊
周
・
公
任
・
俊
賢
等
。
『
江
吏

部
集
』
に
「
七
言
。
重
陽
侍
二
宴
清
涼
殿
一
同
賦
二
菊
是
花
聖
賢
一
応
し
製
詩
一
首
」
と
し
て
、
序
と
詩
を
収
め
る
。

寛
弘
三
年
（
一
○
○
六
）
従
二
位
中
納
一
言
皇
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
四
十
一
歳

二
月
二
十
日
道
長
邸
の
作
文
会
、
公
任
・
斉
信
・
俊
賢
・
有
国
の
出
詠
（
御
堂
関
白
記
）
。

八
月
十
五
日
道
長
邸
に
公
任
・
斉
信
訪
れ
、
作
文
会
を
計
画
。
し
か
し
、
敦
康
親
王
病
気
と
の
報
を
聞
き
中
止
す
る
（
御
堂
関
白

記
）
。
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寛
弘
五
年
（
二

九
月
十
五
日

三
月
三
日
道
長
の
土
御
門
邸
で
曲
水
宴
。
題
「
因
流
涯
酒
」
、
斉
信
・
公
任
・
俊
賢
・
有
国
・
行
成
等
（
権
記
・
御
堂
関
白
記
・
日

本
紀
略
）
。
『
江
吏
部
集
』
に
「
七
言
。
三
月
三
日
侍
二
左
相
府
曲
水
宴
一
同
賦
二
因
し
流
汎
戸
酒
応
し
教
詩
一
首
」
と
し
て
、
序
と
詩
を
収

承
か
さ
山
麓
の
霧
を
か
き
分
て
秋
を
し
る
べ
き
今
や
き
ぬ
ら
ん
（
五
三
三
）

春
日
祭
の
使
い
に
教
通
出
立
、
十
日
に
還
立
ち
、
道
長
邸
で
酒
宴
が
催
さ
れ
る
（
御
堂
関
白
記
・
権
記
）
。

十
二
月
二
十
五
日
定
頼
元
服
（
御
堂
関
白
記
）
。

弘
五
年
（
一
○
○
八
）
従
二
位
中
納
言
皇
太
后
宮
大
夫
左
衛
門
督
四
十
三
歳

十
一
月
十
日

三
月
二
十
日
聖

善
の
詩
あ
り
。

四
月
二
十
九
日

堂
関
白
記
）
。

め
る
。

中
宮
の
御
う
ぶ
屋
の
い
つ
か
の
夜

あ
き
の
月
影
の
ど
け
く
も
み
ゆ
る
哉
こ
や
な
が
き
よ
の
契
成
ら
ん
（
二
四
二
）

せ
ぎ
み
の
少
将
、
春
日
の
つ
か
ひ
し
給
う
て
、
か
へ
り
給
ひ
、
い
ゑ
じ
う
き
り
の
立
け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
大
殿
に

三
笠
山
か
す
が
の
原
の
朝
霧
に
か
へ
り
た
つ
ら
ん
け
さ
を
こ
そ
思
へ
（
五
三
二
）

御
返
し 道

長
邸
作
文
会
、
公
任
・
俊
賢
。
題
「
林
花
落
漉
舟
」
（
御
堂
関
白
記
・
権
記
）
。
『
本
朝
麗
藻
』
に
道
長
・
以
言
・
積

道
長
邸
で
、
斉
信
・
公
任
・
俊
賢
・
有
国
、
そ
れ
に
文
人
十
余
人
集
ま
っ
て
の
作
文
。
題
は
「
流
水
調
笙
歌
」
（
御
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公任年譜考（伊井）

十
二
月
二
日
敦
成
親
王
百
日
の
祝
い
、
公
任
他
和
歌
を
献
ず
（
御
堂
関
白
記
・
小
右
記
・
権
記
・
円
本
紀
略
）
。

寛
弘
六
年
（
一
○
○
九
）
従
二
位
権
大
納
言
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
四
歳

正
月
十
日
侍
従
定
頼
昇
殿
（
権
記
）
。

三
月
四
日
任
権
大
納
一
言
（
公
卿
補
任
他
）
。
公
任
、
遵
子
か
ら
祝
い
と
し
て
贈
ら
れ
た
「
道
風
仮
字
本
二
巻
」
を
行
成
の
も
と
に
届

け
、
そ
の
鑑
定
を
求
め
る
（
権
記
）
。

同
し
と
し
の
人
に
な
む
、
後
朱
雀
院
う
ま
れ
ざ
せ
給
て
、
七
夜
に

い
と
け
な
き
衣
の
袖
は
せ
ば
く
と
も
こ
う
の
石
を
ぱ
な
で
つ
く
し
て
ん
（
五
五
五
）

敦
良
親
王
は
十
一
月
二
十
五
日
の
誕
生
、
七
夜
は
十
二
月
二
日
。
後
拾
遺
集
巻
七
・
賀
（
四
三
四
）
に
入
集
。

寛
弘
七
年
（
一
○
一
○
）
従
二
位
権
大
納
言
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
五
歳

正
月
二
日
中
宮
の
臨
時
客
の
後
、
殿
上
の
間
で
管
絃
。
公
任
は
拍
子
（
権
記
・
紫
式
部
日
記
）
。

正
月
十
五
日
敦
良
親
王
の
五
十
日
の
祝
い
、
管
絃
が
あ
り
公
任
は
拍
子
（
権
記
・
紫
式
部
日
記
）
。

九
月
十
一
日
に
敦
成
親
王
誕
生
、
そ
の
五
夜
の
産
養
。
．
両
巡
後
有
和
寄
会
者
、
右
衛
門
督
公
任
」
（
小
右
記
）
、
「
左
衛
門
督
公
任

卿
、
執
盃
献
和
歌
、
召
紙
筆
賜
左
大
弁
行
成
卿
書
之
、
公
卿
一
々
読
了
」
（
不
知
記
）
と
あ
る
。
公
任
か
ら
盃
を
さ
さ
れ
て
、
一
首

求
め
ら
れ
た
時
の
用
意
に
と
、
紫
式
部
が
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
『
栄
花
物
語
』
（
は
つ
は
な
）
に
見
え
る
。

十
月
十
六
日
一
条
天
皇
の
土
御
門
殿
へ
の
行
幸
の
折
、
公
任
・
斉
信
な
ど
「
万
歳
千
秋
」
な
ど
と
講
す
（
紫
式
部
日
記
、
栄
花
物
語
）

十
一
月
一
日
敦
成
親
王
五
十
日
の
儀
の
夜
、
公
任
は
紫
式
部
に
「
あ
な
か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
わ
か
む
ら
ざ
ぎ
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と

呼
び
か
け
る
（
紫
式
部
日
記
）
。

け
、
そ
の

十
二
月
二
日
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九
月
九
日
道
長
・
公
任
・
俊
賢
・
有
国
・
頼
定
等
に
よ
る
作
文
会
。
題
「
菊
是
花
中
王
」
、
序
は
為
清
（
御
堂
関
白
記
）
。
『
江
吏
部

集
』
に
「
七
言
。
重
陽
侍
二
宴
清
涼
殿
一
同
賦
二
菊
是
花
聖
賢
一
」
と
見
え
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。

十
一
月
五
日
定
頼
、
源
済
政
女
と
結
婚
（
御
堂
関
白
記
）
。

寛
弘
八
年
（
一
○
二
）
従
二
位
権
大
納
言
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
六
歳

六
月
二
十
二
日
一
条
院
崩
御
（
三
十
二
歳
）
。

七
月
十
七
日
有
国
は
七
月
十
一
日
没
（
六
十
九
歳
）
、
そ
の
葬
儀
を
公
任
が
奉
仕
（
御
堂
関
白
記
・
小
右
記
）
。

長
和
元
年
（
一
○
一
二
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
七
歳

二
月
十
四
日
皇
太
后
遵
子
、
太
皇
太
后
と
な
る
（
大
鏡
裏
書
、
日
本
紀
略
他
）
。

（
四
月
）
う
へ
の
、
あ
ま
に
成
給
ふ
た
り
け
る
比

三
月
十
五
日

誤
り
か
。

を
承
衣
挟
に
き
つ
上
い
は
し
水
こ
上
ち
を
な
く
て
く
ま
ず
も
あ
ら
な
ん
（
五
二
六
）

石
清
水
臨
時
祭
の
使
者
は
教
通
（
権
記
）
、
「
皇
太
后
宮
大
夫
許
送
和
寄
」
（
御
堂
関
白
記
）
と
す
る
の
が
、
右
の
道
長
の
返
歌
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
教
通
は
寛
弘
四
年
十
一
月
に
右
少
将
、
翌
五
年
正
月
か
ら
は
右
中
将
で
あ
っ
た
。
『
公
任
集
』
の
「
少
将
」
は

を
み
人
の
ゆ
ふ
か
た
か
け
て
行
道
を
同
し
心
に
た
れ
な
が
む
ら
ん
（
五
二
五
）

返
し

け
る

石
清
水
り
ん
じ
の
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
、
と
の
Ｌ
少
将
ま
ひ
人
に
て
わ
た
り
給
け
る
に
、
大
殿
の
も
の
見
給
け
る
に
き
こ
え
給
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公任年譜考（伊井）

う
つ
せ
み
の
よ
の
つ
れ
な
さ
を
し
り
な
が
ら
い
と
ひ
が
た
き
は
わ
が
涙
哉
（
五
二
四
）

公
任
室
の
出
家
の
年
次
は
不
明
だ
が
、
『
栄
花
物
語
』
（
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
）
の
長
和
元
年
四
月
の
条
に
は
す
で
に
「
尼
上
」
と
記

さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
前
の
こ
と
。

四
月
二
十
七
日
公
任
女
（
十
三
歳
）
、
教
通
と
四
条
宮
西
の
対
に
お
い
て
結
婚
（
御
堂
関
白
記
・
小
右
記
）
。
「
四
条
の
大
納
言
の
御

女
二
所
を
、
中
姫
君
は
四
条
宮
（
遵
子
）
に
、
生
れ
給
ひ
け
る
よ
り
と
り
放
ち
き
こ
え
給
て
、
姫
宮
と
て
か
し
づ
き
き
こ
え
給
。
大

い
君
を
ぞ
大
納
言
世
に
な
き
物
と
か
し
づ
き
上
こ
え
給
。
母
上
は
、
村
上
の
先
帝
の
九
宮
（
昭
平
）
、
：
…
・
四
条
の
宮
の
西
の
対
に

て
む
こ
ど
り
奉
ら
せ
給
」
（
栄
花
物
語
、
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
）
。

九
月
二
十
九
日
公
任
、
道
長
の
命
に
よ
っ
て
「
大
嘗
会
事
」
を
抄
出
す
る
（
小
右
記
）
。

十
一
月
二
十
二
日
正
二
位
（
公
卿
補
任
）

長
和
二
年
（
一
○
一
三
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
八
歳

二
月
四
日
実
資
・
高
遠
な
ど
白
河
殿
に
遊
び
、
つ
い
で
小
白
河
の
公
任
山
荘
を
訪
れ
る
（
小
右
記
）
。

七
月
十
二
日
皇
女
禎
子
の
七
夜
産
養
、
そ
の
詠
歌
で
公
任
序
を
作
る
（
日
本
紀
略
）
。

九
月
二
十
三
日
敦
康
親
王
邸
に
お
い
て
作
文
。
公
任
、
親
王
の
才
智
を
称
賛
す
る
（
小
右
記
）
。

（
秋
）
秋
の
く
れ
つ
か
た
、
は
上
う
へ
の
御
も
と
に
ま
い
り
給
へ
り
け
る
に
、
日
比
も
な
や
ま
せ
給
ひ
て
、
い
と
よ
は
げ
に
な
ら
せ

給
れ
ぱ
、
女
御
殿
に
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る

風
や
ま
ぬ
秋
の
は
や
し
に
紅
葉
上
の
色
は
い
か
に
と
承
る
ぞ
か
な
し
き
（
二
三
六
）

公
任
母
の
厳
子
女
王
は
、
長
和
三
年
七
月
十
六
日
の
没
。
右
は
そ
の
前
年
の
晩
秋
か
。

十
月
三
日
道
長
、
斉
信
・
公
任
と
同
車
し
て
大
井
に
遊
ぶ
（
御
堂
関
白
記
）
。
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十
月
二
十
日
皇
女
禎
子
百
日
の
儀
。
公
任
祝
賀
の
歌
を
献
ず
（
御
堂
関
白
記
）
。

長
和
三
年
（
一
○
一
四
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
四
十
九
歳

正
月
下
旬
教
通
室
（
公
任
女
）
懐
妊
。
「
か
の
四
条
大
納
言
の
御
ひ
め
ぎ
ぷ
は
、
去
年
よ
り
た
■
な
ら
ぬ
御
け
し
き
な
り
け
れ
ば
、

大
納
言
も
尼
上
も
い
み
じ
う
お
ぼ
し
て
、
さ
ま
人
、
の
御
祈
ど
も
い
み
じ
」
（
栄
花
物
語
、
つ
ぼ
ゑ
の
花
）
。

六
月
六
日
公
任
母
厳
子
女
王
の
病
気
（
小
右
記
）
。

八
月
十
七
日
教
通
室
（
公
任
女
）
女
児
（
生
子
）
出
産
。
「
さ
て
八
月
十
余
日
い
と
平
か
に
い
ゑ
じ
う
う
つ
く
し
ぎ
女
君
生
れ
給

へ
り
。
…
・
・
・
大
納
言
殿
・
尼
上
な
ど
の
御
け
し
ぎ
思
や
り
て
知
り
き
こ
え
つ
く
し
。
御
産
屋
の
程
の
有
様
、
さ
ら
な
れ
ば
書
き
続
け

ず
。
三
日
の
夜
は
本
家
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
五
日
夜
は
大
殿
、
七
日
夜
は
大
宮
よ
り
と
ぞ
」
（
栄
花
物
語
、
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
）
。

長
和
四
年
（
一
○
一
五
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
五
十
歳

四
月
十
三
日
教
通
邸
焼
亡
。
同
宿
し
て
い
た
公
任
は
、
一
物
も
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
前
日
、
公
任
の
求
め
に
よ
っ
て

遣
わ
し
て
い
た
『
清
慎
公
記
』
の
「
季
御
読
経
巻
」
、
そ
れ
に
「
年
中
行
事
葉
子
二
帖
・
駒
抄
二
帖
」
も
同
じ
く
焼
失
（
小
右
記
・

御
堂
関
白
記
）
。

十
月
六
日
道
長
・

（
御
堂
関
白
記
）
。

八
月
二
十
八
日

八
月
廿
八
日
、
か
つ
ら
ど
の
に
ゑ
ぎ
の
大
殿
の
き
た
の
か
た
な
ど
お
は
し
て
、
い
ね
か
ら
せ
て
見
給
け
る
に

千
代
を
へ
て
か
り
つ
む
や
ど
の
い
ね
な
れ
ぱ
お
ほ
く
の
と
し
を
あ
た
る
君
哉
（
二
三
七
）

山
里
の
紅
葉
は
時
も
わ
か
ぬ
哉
秋
の
な
か
ば
に
色
ふ
か
く
み
ゆ
（
二
三
八
）

公
任
な
ど
十
余
人
宇
治
に
遊
ぶ
。
賀
茂
河
尻
か
ら
舟
に
乗
り
、
舟
中
で
管
絃
・
聯
句
・
和
歌
、
さ
ら
に
作
文
あ
り
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公任年譜考（伊井）

「
今
日
左
相
国
引
率
北
方
、
被
向
桂
山
庄
、
卿
相
雲
上
人
等
挙
首
追
従
々
々
」
（
小
右
記
）
と
す
る
よ
う
曉
道
長
は
倫
子
を
と

も
な
っ
て
桂
殿
に
出
か
け
る
。
翌
二
十
九
日
の
条
に
は
、
道
綱
・
頼
通
・
公
任
・
俊
賢
な
ど
の
従
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
殿
上
人
已

上
読
和
奇
」
と
記
す
。
『
御
堂
関
白
記
』
に
も
そ
の
日
の
記
事
あ
り
。
『
公
任
集
』
の
、
右
に
続
く
二
三
九
も
同
じ
折
で
あ
ろ
う
。

九
月
三
十
日
皇
太
后
宮
彰
子
の
も
と
で
九
月
尽
の
歌
会
あ
り
。
詠
者
は
、
斉
信
・
公
任
な
ど
、
題
は
広
業
（
小
右
記
・
御
堂
関
白

十
月
十
二
日
道
長
、
上
達
部
八
、
九
人
と
宇
治
に
遊
び
、
舟
中
で
歌
を
詠
む
（
御
堂
関
白
記
）
。
一
行
の
メ
ン
寺
ハ
ー
は
、
斉
信
・
頼

通
・
公
任
・
俊
賢
・
行
成
・
教
通
な
ど
で
あ
っ
た
（
小
右
記
）
。

十
月
二
十
三
日
皇
太
后
宮
彰
子
の
も
と
で
、
道
綱
・
斉
信
・
公
任
・
頼
通
な
ど
和
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
行
成
が
屏
風
に
書
す
（
御
堂

関
白
記
）
。
こ
れ
は
、
二
十
五
日
の
道
長
五
十
賀
に
差
し
出
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

十
月
二
十
五
日
彰
子
、
士
御
門
邸
で
道
長
五
十
賀
の
法
会
を
催
す
。
酒
宴
の
後
「
有
和
寄
興
」
（
小
右
記
）
と
す
る
。
ま
た
、
『
御
堂

関
白
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
公
任
と
の
贈
答
歌
を
記
す
。

太
皇
太
后
宮
（
公
任
）
取
盃
進
、
有
余
賀
心
和
寄
、
侍
従
中
納
言
（
行
成
）
取
筆
、

あ
ひ
お
ひ
の
ま
つ
を
い
と
堂
も
い
の
る
か
な
ち
と
せ
の
か
げ
に
か
く
る
べ
け
れ
ば

お
い
ぬ
と
も
し
る
ひ
と
な
く
は
い
た
づ
ら
に
た
に
の
ま
つ
と
ぞ
と
し
を
つ
ま
上
し

人
々
此
奇
有
褒
誉
気
、
度
々
吟
詠
、

十
二
月
五
日
公
任
の
消
息
に
心
細
い
趣
の
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
資
は
出
家
の
心
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ぶ
か
る
（
小
右

記
）
。

記
）
。

我
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と
ふ
人
も
な
き
つ
れ
人
、
の
な
が
め
に
は
わ
が
や
く
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な
（
二
七
八
）

四
月
二
十
九
日
教
通
女
児
（
公
任
孫
）
の
病
気
に
よ
り
、
公
任
万
死
一
生
の
た
め
七
日
間
の
物
忌
に
籠
る
（
小
右
記
）
。

六
月
二
十
六
日
公
任
、
十
九
日
以
来
病
気
。
平
癒
し
な
い
た
め
、
心
誉
に
戒
を
受
く
（
小
右
記
）
。

六
月
二
十
八
日
公
任
の
病
気
は
赤
痢
で
、
体
力
が
は
な
は
だ
衰
え
る
（
小
右
記
）
。

寛
仁
元
年
（
一
○
一
七
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
五
十
二
歳

六
月
一
日
太
皇
太
后
宮
遵
子
崩
御
（
六
十
一
歳
）
。
「
か
く
て
、
四
条
の
皇
太
后
宮
悩
ま
せ
給
て
、
祭
な
ど
果
て
上
後
に
、
う
せ
ざ
せ

給
ぬ
と
い
ふ
。
あ
か
る
＆
方
な
く
、
四
条
大
納
言
扱
ひ
き
こ
え
ざ
せ
給
。
い
と
あ
は
れ
な
る
世
中
也
」
（
栄
花
物
語
、
た
ま
の
む
ら

長
和
五
年
（
一
○
一
六
）
正
二
位
権
大
納
言
太
皇
太
后
宮
大
夫
五
十
一
歳

正
月
十
三
日
公
任
、
譲
位
と
即
位
の
式
を
執
筆
す
る
（
小
右
記
・
御
堂
関
白
記
）
。

正
月
十
四
日
公
任
、
譲
位
式
の
案
文
を
実
資
に
添
削
す
る
よ
う
求
め
る
（
小
右
記
）
。

正
月
二
十
九
日
三
条
天
皇
譲
位
、
後
一
条
天
皇
即
位
。
こ
の
日
、
公
任
作
の
「
新
造
式
丼
指
図
」
が
示
さ
れ
る
（
左
経
記
）
。

二
月
二
十
三
日
教
通
室
（
公
任
女
）
女
児
（
真
子
）
出
産
（
小
右
記
・
御
堂
関
白
記
）
。

三
月
二
十
六
日
道
長
邸
で
、
斉
信
・
公
任
・
俊
賢
・
行
成
な
ど
作
文
、
題
は
「
藤
花
作
紫
綬
」
（
御
堂
関
白
記
）
。

四
月
七
日
造
宮
行
事
所
始
（
小
右
記
・
日
本
紀
略
）
。

四
月
七
日
造

四
月
二
十
七
日

長
和
五
年
四
月
廿
七
日
、
雨
の
い
と
の
ど
か
に
ふ
る
に
、
大
納
言
の
御
も
と
に
文
や
る
と
て

や
へ
葎
し
げ
れ
る
や
ど
に
つ
れ
人
、
と
と
ふ
人
も
な
き
な
が
め
を
ぞ
す
る
（
定
頼
集
Ⅱ
二
七
七
）

か
へ
し
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公任年譜考（伊井）

六
月
五
日
般
若
寺
に
お
い
て
遵
子
の
葬
送
（
御
堂
関
白
記
・
日
本
紀
略
）
。

寛
仁
二
年
（
一
○
一
八
）
正
二
位
権
大
納
言
五
十
三
歳

正
月
三
日
後
一
条
天
皇
元
服
（
十
一
歳
）
。
式
の
作
者
は
公
任
（
『
大
日
本
史
料
』
所
収
「
天
皇
御
元
服
諸
例
）
。
「
東
宮
冠
礼
部
類
記
」

（
大
日
本
史
料
）
の
永
承
元
年
十
二
月
十
九
日
の
条
に
よ
る
と
、
こ
の
寛
仁
の
元
服
式
は
、
道
長
の
命
に
よ
っ
て
公
任
が
作
成
し
た

と
あ
り
、
寺

三
月
二
十
九
日

正
月
二
十
一
日

寛
仁
二
年
正
月
、
入
道
前
太
政
大
臣
大
饗
し
侍
り
け
る
に
、
屏
風
の
絵
に
、
山
里
に
紅
葉
承
る
人
き
た
る
所

山
ざ
と
の
も
ゑ
ぢ
見
に
と
や
思
ふ
ら
ん
散
は
て
上
こ
そ
と
ふ
く
か
り
け
れ
（
五
五
○
）

頼
通
の
新
調
し
た
大
饗
の
た
め
の
屏
風
は
、
四
尺
の
大
和
絵
十
二
帖
か
ら
な
り
、
画
工
は
織
部
親
助
、
色
紙
形
に
書
す
た
め
の
詩

は
五
首
ず
つ
、
斉
信
・
公
任
・
広
業
・
為
政
・
義
忠
・
為
時
が
、
和
歌
は
輔
親
・
輔
尹
・
和
泉
式
部
が
そ
れ
ぞ
れ
献
じ
た
。
た
だ

し
、
公
任
は
遅
参
し
て
詩
を
出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
（
小
右
記
・
御
堂
関
白
記
）
。
同
日
、
斉
信
・
公
任
は
道
長
邸
で
詩
歌
の
選
定

を
し
、
行
成
に
書
写
さ
せ
た
。
公
任
は
詩
と
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
（
左
経
記
）
。
『
栄
花
物
語
』
（
ゆ
ふ
し
で
）
に
は
、
「
四
条
の
大

納
言
別
に
二
首
奉
ら
せ
給
へ
り
。
桜
の
花
見
る
女
車
あ
る
所
」
と
し
て
、

春
の
花
秋
の
紅
葉
も
い
る
ノ
ー
に
桜
の
承
こ
そ
ひ
と
時
は
見
れ

と
あ
り
、
「
又
紅
葉
あ
る
山
里
に
男
来
た
り
」
と
し
て
右
の
五
五
○
の
歌
を
記
す
。
『
後
拾
遺
集
』
巻
五
・
秋
下
（
三
五
九
）
に
入
集
。

と
す
る
。

ぎ
く
）
。

し
ら
川
に
し
の
び
て
お
は
し
た
る
に
、
大
白
川
と
い
ふ
所
に
殿
上
人
お
ほ
く
お
は
し
た
り
と
ぎ
こ
え
た
ま
ひ
て
、
そ
の
ひ
、
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四
月
九
日
公
任
孫
（
教
通
女
）
の
生
子
（
五
歳
）
と
真
子
（
三
歳
）
の
産
衣
が
焼
失
。
そ
れ
に
書
き
付
け
て
い
た
誕
生
の
日
付
な
ど

が
不
明
と
な
っ
た
の
で
、
実
資
に
調
べ
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
ｏ
実
資
、
生
子
は
長
和
三
年
八
月
十
七
日
庚
午
寅
時
、
真
子
は
同
五

年
二
月
二
十
三
日
戊
戌
午
時
で
あ
る
こ
と
を
返
答
（
小
右
記
）
。

八
月
十
日
公
任
、
道
長
邸
に
赴
き
へ
屏
風
和
歌
に
つ
い
て
語
る
（
御
堂
関
白
記
）
。

八
月
十
五
日
道
長
邸
で
作
文
、
斉
信
・
公
任
・
俊
賢
等
、
題
は
「
月
光
随
浪
動
」
、
披
講
は
九
月
五
日
（
御
堂
関
白
記
）
。

九
月
十
六
日
小
一
条
院
、
嵯
峨
野
・
大
井
河
に
遊
覧
し
、
舟
中
で
為
政
の
献
じ
た
題
「
紅
葉
浮
水
」
に
よ
り
人
々
和
歌
を
詠
む
。
道

長
の
桂
殿
で
披
講
。
講
師
は
経
通
、
詠
者
は
頼
通
・
道
綱
・
斉
信
・
公
任
・
教
通
等
（
御
堂
関
白
記
）
・
こ
の
折
の
斉
信
の
歌
が
、

『
新
拾
遺
集
』
巻
五
・
秋
下
（
五
四
二
）
に
「
小
一
条
院
大
井
河
に
お
は
し
け
る
時
、
紅
葉
浮
水
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
し
て
入
集
す
る
。

十
一
月
九
日
教
通
女
（
公
任
孫
）
の
生
子
と
真
子
、
着
袴
（
小
右
記
・
御
堂
関
白
記
）
。

十
一
月
十
七
日
道
綱
・
公
任
な
ど
道
長
邸
を
訪
れ
、
作
文
会
、
題
は
「
無
樹
不
期
春
」
（
御
堂
関
白
記
）
。

十
二
月
二
十
四
日
教
通
室
（
公
任
女
）
男
児
（
信
家
）
出
産
（
小
右
記
）
。

歌
ｏ
坐

ろ
う
。

し
き
部
卿
の
宮
の
中
将
、
お
ほ
し
ら
川
に
お
は
し
け
る
に

白
川
の
お
な
し
川
辺
の
さ
く
ら
花
い
か
な
る
宿
を
人
た
づ
ぬ
ら
ん
（
三
八
）

花
の
色
の
ふ
か
さ
あ
さ
上
に
を
の
づ
か
ら
宿
わ
く
人
と
な
り
に
け
る
哉
（
三
九
）

公
任
が
白
河
山
荘
に
忍
ん
で
来
て
い
る
折
、
殿
上
人
た
ち
が
近
く
の
大
白
河
を
訪
れ
た
の
を
知
り
、
宮
の
中
将
頼
定
に
贈
っ
た

。
道
長
の
一
行
が
「
行
大
白
河
、
小
白
河
等
、
猶
不
興
尽
、
従
此
乗
馬
行
雲
林
院
」
（
御
堂
関
白
記
）
と
す
る
折
を
指
す
の
で
あ

か
へ
し
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公任年譜考（伊井）

寛
仁
三
年
二
○
一
九
）
正
二
位
権
大
納
言
五
十
四
歳

二
月
十
三
日
教
通
男
信
家
（
公
任
孫
）
五
十
日
の
儀
。
経
房
・
実
資
。
能
信
・
公
信
な
ど
参
集
し
、
和
歌
が
詠
ま
れ
た
（
小
右
記
）
。

三
月
二
十
一
日
道
長
出
家
、
法
名
を
行
願
と
号
す
（
五
十
四
歳
）
。

寛
仁
四
年
（
一
○
二
○
）
正
二
位
権
大
納
言
五
十
五
歳

八
月
十
八
日
実
頼
の
文
書
は
焼
失
し
、
日
記
の
『
清
慎
公
記
』
は
公
任
が
部
類
別
に
編
集
し
よ
う
と
し
て
切
り
貼
り
す
る
際
、
多
く

紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
小
右
記
）
。

治
安
元
年
（
一
○
一
二
）
正
二
位
権
大
納
言
按
察
使
五
十
六
歳

正
月
二
十
八
日
按
察
使
を
兼
ね
る
（
公
卿
補
任
）
。
大
鏡
裏
書
で
は
正
月
二
十
四
日
と
す
る
。

八
月
二
十
一
日
太
政
大
臣
等
の
席
次
を
定
め
る
（
小
右
記
）
。
こ
れ
に
つ
ぎ
、
公
任
は
先
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
意
見
を
述
べ
る

（
『
大
日
本
史
料
』
所
収
「
葉
黄
記
」
）
。

九
月
二
十
九
日
公
任
辞
表
を
提
出
す
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
返
却
さ
れ
る
（
小
右
記
）
。

十
月
十
五
日
公
任
、
再
び
辞
表
を
出
す
（
小
右
記
）
。

十
一
月
三
日
辞
表
返
却
（
小
右
記
）
。

十
二
月
二
十
五
日
公
任
、
蔵
人
弁
章
信
を
通
じ
て
辞
表
を
提
出
（
小
右
記
）
。

治
安
一
一
年
（
一
○
一
三
）
正
二
位
権
大
納
言
按
察
使
五
十
七
歳

（
正
月
）
正
月
十
よ
日
、
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
き
こ
え
給
る

白
妙
に
雪
の
ふ
れ
上
ぱ
水
鳥
の
青
葉
の
山
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
（
二
四
○
）

公
任
の
任
按
察
使
は
前
年
の
正
月
二
十
八
日
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
歌
は
翌
治
安
二
年
正
月
十
日
余
以
降
、
出
家
す
る
ま
で
の
間
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雪
つ
も
る
君
が
年
を
も
か
ぞ
へ
つ
上
君
が
わ
か
な
を
つ
ま
む
と
ぞ
思
ふ
（
一
八
三
）

『
後
拾
遺
集
』
巻
六
・
冬
（
四
一
七
）
に
、
「
雪
ふ
り
て
侍
り
け
る
あ
し
た
に
む
す
め
の
も
と
に
お
く
り
け
る
」
と
し
て
入
集
。
公

任
と
教
通
室
（
公
任
女
）
と
の
贈
答
歌
。
教
通
の
任
内
大
臣
は
治
安
元
年
七
月
二
十
五
日
、
「
う
ち
の
大
殿
の
上
」
と
す
る
の
で
、
右

の
歌
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
。
一
応
治
安
二
年
に
位
置
さ
せ
て
お
く
。
次
の
一
八
四
の
「
あ
ま
う
へ
」
（
公
任
室
）
の
詠
も
同
じ
折
の
歌
。

治
安
三
年
（
一
○
二
三
）
正
二
位
権
大
納
言
按
察
使
五
十
八
歳

（
二
月
）
公
任
夫
妻
、
謀
子
・
娘
と
天
王
寺
参
詣
。
「
四
条
大
納
言
殿
に
は
、
女
御
・
尼
上
・
姫
宮
な
ど
、
天
王
寺
へ
二
月
に
詣
で

給
ふ
。
忍
び
て
お
ぽ
し
徒
て
た
め
れ
ど
、
事
限
あ
れ
ば
皆
洩
り
聞
へ
ぬ
。
さ
て
三
日
ば
か
り
候
は
せ
給
て
、
ざ
べ
き
こ
と
壁
も
仏
に

も
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
ひ
、
僧
に
も
物
賜
は
せ
な
ど
し
て
、
帰
ら
せ
給
ぬ
」
（
栄
花
物
語
、
も
と
の
し
づ
く
）
。

『
栄
花
物
語
』
で
は
治
安
二
年
二
月
の
記
事
と
す
る
が
、
後
と
の
関
連
で
治
安
三
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
帰
途
の
道
中
、
姫

宮
が
病
気
と
な
る
。
こ
の
公
任
女
に
つ
い
て
は
、
続
い
て
「
姫
宮
と
聞
ゆ
る
は
、
こ
の
四
条
大
納
言
の
中
姫
君
を
、
故
宮
（
遵
子
）

の
御
子
に
し
奉
ら
せ
給
へ
り
し
な
り
」
と
説
明
す
る
。
公
任
女
は
二
人
で
、
長
女
は
教
通
室
、
次
女
は
遵
子
に
育
て
ら
れ
未
婚
で
あ

三
月
二
十
日
余
公
任
次
女
の
逝
去
。
「
三
月
廿
余
日
の
程
に
失
せ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
大
納
言
殿
も
尼
上
も
、
疎
に
お
ぽ
さ
（
む
）
や
は
。

い
み
じ
う
お
ぽ
し
歎
き
た
り
。
…
…
大
納
言
の
御
前
に
撫
子
を
い
と
多
く
植
へ
ざ
せ
給
へ
る
が
、
枯
れ
た
る
を
御
覧
じ
て
、
大
納
言

（
春
）
雪
の
、
年
返
て
ふ
り
た
る
に
、
う
ち
の
大
殿
の
上

ふ
る
雪
は
と
し
と
上
も
に
ぞ
つ
も
り
け
る
い
づ
れ
か
ふ
か
く
成
ま
さ
る
ら
ん
（
一
八
二
）

に
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

っ
た
。

御
か
へ
し
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公任年譜考（伊井）

五
月
十
一
日
「
按
壷

催
す
法
事
の
た
め
。

五
月
十
六
日
「
按
察
大
納
言
於
宝
石
院
修
二
娘
七
々
法
事
」
（
小
右
記
）
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
日
公
任
は
次
女
の
四
十
九
日
の
法

要
を
営
む
。
『
栄
花
物
語
』
で
は
治
安
二
年
の
こ
と
と
す
る
が
、
『
小
右
記
』
に
よ
っ
て
公
任
女
の
没
し
た
の
は
治
安
三
年
と
知
ら
れ

る
。
こ
の
日
が
四
十
九
日
と
す
る
と
、
公
任
女
の
亡
く
な
っ
た
の
は
三
月
二
十
八
日
前
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
四
条
大
納
言
の
許
に
は
、
姫
宮
の
御
果
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
尼
上
小
二
条
殿
へ
渡
ら
せ
給
ぬ
。
日
頃
あ
り
て
、
姫
宮
の
御

櫛
の
筥
の
あ
り
け
る
を
、
尼
上
の
御
許
に
奉
ら
せ
給
と
て
、
そ
の
筥
の
し
ぎ
に
大
納
言
ど
の
上
か
上
せ
給
へ
る
、

明
暮
も
見
る
べ
き
も
の
を
玉
匝
二
度
会
は
ん
身
に
し
あ
ら
ね
ば
（
栄
花
物
語
、
も
と
の
し
づ
く
）

五
月
二
十
五
日
公
任
、
辞
意
を
漏
ら
す
（
小
右
記
）
。

（
夏
）
「
四
条
大
納
言
殿
に
は
、
あ
は
れ
な
る
御
こ
と
■
も
を
尽
き
せ
ず
お
ぼ
さ
る
。
か
の
姫
君
の
御
数
珠
の
あ
り
け
る
を
、
お
は

し
け
る
折
に
失
は
せ
給
へ
り
け
る
が
、
も
の
上
中
よ
り
出
で
来
た
り
け
る
を
、
女
御
殿
（
課
子
）
よ
り
小
二
条
殿
に
尼
上
の
御
許
に

露
を
だ
に
あ
て
じ
と
思
ひ
て
朝
夕
に
我
撫
子
の
枯
れ
に
け
る
か
な

天
王
寺
に
て
姫
君
の
け
づ
ら
せ
給
し
御
髪
の
、
も
の
上
中
よ
り
出
で
来
た
る
を
見
給
て
、
尼
上
、

あ
だ
に
か
く
落
つ
と
歎
き
し
烏
羽
玉
の
髪
こ
そ
長
き
か
た
ゑ
な
り
け
れ
」
（
栄
花
物
語
、
も
と
の
し
づ
く
）

月
十
一
日
「
按
察
借
菌
四
枚
、
付
還
脚
、
十
六
日
法
事
料
者
、
赤
被
借
屏
慢
、
同
送
之
」
（
小
右
記
）
と
あ
る
の
は
、
十
六
日
に

殿
、

奉
れ
給
と
て
、

尼
上
御
返
し
、

し
る
く
し
も
見
え
ぬ
な
り
け
り
数
知
ら
ず
落
つ
る
涙
の
玉
に
紛
ひ
て
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九
月
二
十
日

な
ど
、
い

八
月
十
一
日

う
ぢ
川
の
あ
み
に
あ
ら
ね
ど
た
れ
は
る
か
君
に
ひ
か
れ
て
う
か
ば
ざ
る
べ
き
（
五
○
七
）

道
長
の
宇
治
殿
で
の
法
華
八
講
は
、
「
今
日
禅
室
於
宇
治
殿
被
行
八
講
、
随
身
少
僧
都
懐
寿
、
定
基
・
永
照
、
已
講
教
円
、
被
供

養
法
華
経
四
巻
経
、
於
此
処
年
来
漁
猟
、
為
餓
其
罪
云
々
」
（
小
右
記
）
と
す
る
。
歌
は
魚
の
放
生
会
を
詠
ん
だ
内
容
だ
が
、
そ
の

こ
と
は
『
小
右
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
『
栄
花
物
語
』
（
御
裳
ぎ
）
で
は
、
「
こ
と
堂
も
果
つ
る
日
、
い
ゑ
じ
ぎ
御

功
徳
と
お
ぽ
し
め
し
て
、
殿
の
御
前
、

宇
治
河
の
底
に
沈
め
る
い
る
く
づ
を
網
な
ら
ね
ど
も
す
く
ひ
つ
る
か
な

と
仰
せ
ら
れ
た
る
に
、
講
師
達
こ
れ
を
詠
じ
て
、
御
返
し
仕
う
ま
つ
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
す
る
。

な
げ
く
こ
と
侍
け
る
比
、
紅
葉
の
ち
る
を
見
て

紅
葉
に
も
雨
に
も
そ
ひ
て
ふ
る
物
は
昔
を
こ
ふ
る
涙
な
り
け
り
（
五
五
七
）

こ
の
歌
は
、
『
定
頼
集
』
（
Ⅱ
）
に
次
の
よ
う
に
一
連
の
贈
答
歌
と
し
て
見
い
だ
せ
る
。

（
九
月
）
廿
日
の
夜
、
雨
ふ
り
て
つ
れ
人
１
な
り
し
に

宇
治
ど
の
上
は
か
う
に

ゑ
な
そ
こ
に
し
づ
め
る
そ
こ
の
い
ろ
く
づ
を
あ
み
に
あ
ら
で
も
す
ぐ
ひ
つ
る
か
な
（
五
○
六
）

別
れ
に
し
人
に
代
へ
て
も
見
て
し
が
な
程
へ
て
か
へ
る
玉
も
あ
り
け
り

、
い
と
あ
は
れ
な
る
事
多
く
な
ん
（
栄
花
物
語
、
も
と
の
し
づ
く
）
。

と
あ
り
け
る
に
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公任年譜考（伊井）

没
し
た
秋
と
し
て
お
く
。

十
月
十
三
日
倫
子
六
十
の
賀
。

〔
任
か
〕
執
歎

月
十
三
日
倫
子
六
十
の
賀
。
「
又
上
下
糸
竹
同
声
更
有
余
興
、
禅
閤
（
道
長
）
示
大
納
言
公
口
卿
令
取
盃
出
令
有
和
奇
、
権
大
納

言
行
成
卿
執
筆
書
之
、
珈
有
序
題
」
（
小
右
記
）
と
、
道
長
は
公
任
に
盃
を
執
ら
せ
て
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
行
成
の
序
は
「
朧

司
殿
賀
事
」
（
『
大
日
本
史
料
』
所
収
）
に
「
治
安
三
年
、
禅
定
大
夫
人
、
万
歳
春
秋
、
六
旬
始
満
、
太
皇
大
后
殿
下
、
託
其
習
俗
之

塁
頑
力
〕

風
、
設
此
献
賀
之
礼
、
両
后
相
従
…
…
於
是
按
察
藤
原
朝
臣
（
公
任
）
輪
令
之
、
精
後
宜
詠
雅
一
字
之
和
歌
、
以
祈
百
千
年
之
仙

齢
、
干
時
十
月
十
三
日
、
小
臣
行
成
謹
記
之
」
と
し
て
収
め
ら
れ
る
。

春
ち
り
し
花
を
こ
ひ
つ
上
紅
葉
上
も
涙
も
い
ま
は
め
に
ぞ
と
ま
ら
ぬ
（
八
一
）

右
の
公
任
の
八
一
は
、
『
定
頼
集
』
（
１
）
に
「
四
条
の
宮
に
お
は
し
け
る
時
、
大
納
言
殿
よ
り
母
時
雨
と
上
も
に
紅
葉
の
こ
ら
ず

ち
る
と
い
ふ
題
を
た
て
ま
つ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
」
（
二
）
と
し
て
見
え
、
定
頼
の
返
歌
（
八
二
ゞ
に
は
、
「
御
返
し
、
ひ
め
宮
の
な

く
な
り
給
け
る
年
也
」
と
す
る
。
公
任
次
女
の
亡
く
な
っ
た
秋
、
公
任
か
ら
「
時
雨
と
上
も
に
紅
葉
の
こ
ら
ず
ち
る
」
の
題
の
歌
が

贈
ら
れ
、
定
頼
は
そ
れ
に
答
え
た
と
知
ら
れ
る
。
定
頼
の
「
春
ち
り
し
花
」
は
、
公
任
次
女
の
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
答
歌
は
、
『
定
頼
集
』
（
１
）
の
二
六
・
二
七
に
も
見
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
ひ
め
宮
う
せ
給
て
又
の

年
」
と
す
る
一
連
の
歌
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
万
寿
元
年
と
な
っ
て
く
る
が
、
定
頼
の
「
春
ち
り
し
」
の
歌
に
よ
っ
て
、
姫
宮
の

か
ぎ
く
ら
し
ち
る
と
ぎ
上
つ
る
紅
葉
上
は
か
た
へ
は
雨
の
音
に
ぞ
有
け
る
（
七
八
）

今
よ
り
は
又
さ
く
花
も
な
き
物
を
い
た
く
な
を
ぎ
そ
菊
の
上
の
露
（
七
九
）

こ
れ
を
と
の
上
き
上
給
て

も
み
ぢ
に
も
雨
に
も
そ
ひ
て
ふ
る
物
は
む
か
し
を
こ
ふ
る
な
み
だ
な
り
け
り
（
八
○
）

そ
の
御
返
し
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ま
た
、
こ
の
折
の
公
任
の
歌
は
、
『
栄
花
物
語
』
（
御
賀
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

又
殿
ば
ら
の
御
か
は
ら
け
も
あ
ま
た
入
び
に
な
り
て
、
ざ
か
月
の
光
も
さ
や
か
に
見
ゆ
る
程
に
、
四
条
大
納
言
公
任

ょ
ろ
づ
世
と
今
日
ぞ
聞
え
ん
か
た
人
、
に
み
山
の
松
の
声
を
あ
は
せ
て

十
二
月
二
十
七
日
教
通
室
（
公
任
女
）
の
男
児
出
産
（
小
右
記
）
。
「
大
納
言
殿
・
尼
上
な
ど
、
静
心
な
く
お
ぽ
さ
る
入
に
、
渡
ら
せ

給
ぬ
れ
ば
、
い
と
堂
御
修
法
・
御
読
経
様
人
、
よ
る
づ
せ
さ
せ
給
。
…
…
十
二
月
の
っ
ど
も
り
ば
か
り
に
、
い
と
平
か
に
て
男
君
生

れ
給
ひ
ぬ
」
（
栄
花
物
語
、
後
く
ゐ
の
大
将
）
。

万
寿
元
年
（
一
○
二
四
）
正
二
位
権
大
納
言
按
察
使
五
十
九
歳

正
月
六
日
教
通
室
（
公
任
女
）
逝
去
（
小
右
記
目
録
）
。
『
栄
花
物
語
』
（
後
く
ゐ
の
大
将
）
で
は
正
月
五
日
と
す
る
が
、
六
日
の
方

が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
御
女
、
た
だ
い
ま
の
内
大
臣
（
教
通
）
の
北
の
方
に
て
、
年
頃
多
く
の
君
達
う
ゑ
つ
づ
け
た
ま
へ
り

つ
る
、
去
年
の
正
月
に
う
せ
た
ま
ひ
て
、
大
納
言
よ
ろ
づ
を
知
ら
ず
、
思
し
嘆
く
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
（
大
鏡
）
。

公
任
出
家
の
意
向
あ
り
。
「
大
納
言
殿
、
姫
宮
（
公
任
次
女
）
の
御
事
を
あ
さ
ま
し
う
お
ぽ
し
し
ほ
り
、
『
本
意
も
遂
げ
な
む
』
と

お
ぽ
し
た
り
し
か
ど
、
こ
の
う
へ
（
教
通
室
）
の
御
有
様
の
見
る
か
ひ
あ
り
て
お
は
し
つ
れ
ば
、
よ
る
づ
を
お
ぽ
し
慰
め
と
堂
こ
ほ

り
て
、
『
御
厘
ど
の
（
公
任
孫
女
生
子
、
十
一
歳
）
上
大
人
び
給
は
ん
を
見
て
』
な
ど
お
ぽ
し
し
に
、
か
く
あ
さ
ま
し
う
心
憂
く
、

お
ぽ
し
乱
る
と
も
お
ろ
か
な
り
」
（
栄
花
物
語
、
後
く
ゐ
の
大
将
）
。
公
任
は
、
前
年
の
二
月
に
次
女
を
失
っ
た
の
に
続
い
て
、
長
女

の
教
通
室
に
も
先
立
た
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

正
月
十
四
日
教
通
室
の
葬
送
（
栄
花
物
語
、
後
く
ゐ
の
大
将
）
。

（
三
月
）
公
任
・
定
頼
初
瀬
参
詣
。
「
三
月
ば
か
り
に
、
四
条
大
納
言
初
瀬
に
参
り
給
へ
り
。
か
へ
さ
に
泉
河
の
も
と
に
て
、
『
こ
上

ぞ
か
し
、
御
嶽
の
か
へ
さ
に
姫
宮
の
御
事
き
上
侍
り
し
は
』
と
て
、
定
頼
の
君
、
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公任年譜考（伊井）

妹
背
山
よ
そ
に
聞
く
だ
に
露
け
ぎ
に
子
恋
の
森
を
思
ひ
や
ら
な
ん

い
み
じ
う
あ
は
れ
に
お
ぽ
し
た
り
と
な
ん
き
上
侍
し
（
栄
花
物
語
、
た
ま
の
う
て
な
）
。

前
年
の
二
月
下
旬
、
天
王
寺
参
詣
の
帰
途
公
任
の
次
女
（
遵
子
養
女
）
の
亡
く
な
っ
た
の
は
、
泉
河
（
木
津
川
）
の
近
く
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
『
定
頼
集
』
（
Ｉ
二
四
・
二
五
、
Ⅱ
四
○
九
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
は
「
ひ
め
宮
う
せ
給
て
又

の
年
、
大
納
言
は
つ
せ
に
ま
い
り
給
て
、
い
づ
み
河
の
も
と
に
て
、
こ
ぞ
ゑ
た
け
よ
り
か
へ
り
給
け
る
に
、
こ
上
に
て
ひ
め
宮
の
御

（
マ
マ
）

こ
と
ひ
き
給
け
る
を
お
ぽ
し
い
で
入
」
と
す
る
。
定
頼
は
御
嶽
へ
出
か
け
、
そ
の
帰
り
に
妹
の
死
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

三
月
二
十
余
日
道
長
、
法
成
寺
薬
師
堂
の
遷
仏
供
養
を
催
す
が
、
教
通
と
公
任
は
参
加
し
な
か
っ
た
（
栄
花
物
語
、
と
り
の
ま
ひ
）
。

三
月
二
十
八
日
「
臨
夜
宰
相
（
資
平
）
来
云
、
於
禅
室
相
逢
民
部
卿
（
俊
賢
）
、
談
話
云
、
按
察
（
公
任
）
可
辞
大
納
言
云
々
」
（
小

右
記
）
。
公
任
の
大
納
言
辞
任
の
噂
が
、
人
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

九
月
二
十
日
前
日
の
十
九
日
に
高
陽
院
行
幸
。
二
十
日
に
後
宴
が
催
さ
れ
、
歌
会
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
今
日
の
事
い
ゑ
じ
う
も

の
上
栄
な
く
、
口
惜
し
か
り
つ
る
は
、
内
の
お
と
野
（
教
通
）
の
参
り
給
は
い
、
四
条
大
納
言
（
公
任
）
の
参
ら
せ
給
は
ぬ
を
な
ん

お
ぽ
し
め
す
」
（
栄
花
物
語
、
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
）
と
、
教
通
・
公
任
と
も
に
喪
に
服
し
て
公
の
席
に
は
顔
を
出
さ
な
か
っ
た
。

‐
『
公
任
集
』
の
「
人
に
を
く
れ
て
、
世
中
す
さ
ま
じ
う
お
ぽ
さ
れ
け
る
比
、
し
ら
川
に
お
は
し
て
」
の
詞
書
を
持
つ
、

白
川
の
や
ど
に
浮
世
を
の
が
る
れ
ど
し
づ
め
る
影
は
猶
ぞ
見
え
け
る
（
五
一
三
）

の
歌
は
、
こ
の
頃
の
詠
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
五
二
三
の
歌
も
、
同
じ
折
で
あ
ろ
う
。

十
一
月
六
日
資
平
、
公
任
と
出
会
っ
た
折
、
辞
任
の
意
向
で
あ
る
旨
を
聞
く
（
小
右
記
）
。

大
納
言
う
ち
泣
か
せ
給
て
、

見
る
ご
と
に
袖
ぞ
ぬ
れ
け
る
泉
河
憂
き
こ
と
ぎ
坐
し
わ
た
り
と
思
へ
ぱ
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十
一
月
十
日
公
任
、
実
資
の
も
と
に
立
ち
寄
り
、
以
前
か
ら
辞
表
を
提
出
し
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
は
決
意
の
固
い
由
を
述
べ
る
。

さ
ら
に
「
明
春
企
住
北
山
辺
、
而
心
緒
常
乱
同
Ⅱ
Ｕ
与
心
連
、
毎
見
孫
児
不
覚
涙
落
」
（
小
右
記
）
と
、
明
春
に
は
北
山
に
住
む
計

画
で
あ
る
こ
と
、
孫
た
ち
を
見
る
と
思
わ
ず
涙
の
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
語
る
。

十
一
月
十
一
日
公
任
か
ら
、
来
月
の
一
日
に
辞
表
を
提
出
す
る
と
の
消
息
あ
り
（
小
右
記
）
。

十
一
月
十
二
日
公
任
か
ら
、
一
日
は
上
表
の
日
と
し
て
は
不
適
で
あ
る
と
の
連
絡
（
小
右
記
）
。

十
二
月
八
日
公
任
、
十
日
に
辞
表
を
出
す
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
作
法
に
つ
い
て
実
資
に
問
い
合
わ
せ
る
（
小
右
記
）
。

十
二
月
十
日
公
任
、
辞
表
を
提
出
す
る
が
、
勅
答
な
し
（
小
右
記
）
。

十
二
月
十
三
日
右
近
少
将
藤
原
実
康
の
使
に
よ
っ
て
、
公
任
に
辞
状
の
勅
答
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
Ｈ
本
紀
略
・
公
卿
補
任
他
）
。

十
二
月
二
十
九
日
教
通
室
（
公
任
女
）
の
一
周
忌
法
会
。
「
か
く
て
十
二
月
の
廿
九
日
に
は
、
内
の
大
ゐ
殿
上
上
の
御
は
て
、
法
興

院
に
て
せ
さ
せ
給
」
（
栄
花
物
語
、
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
）

万
寿
二
年
（
一
○
二
五
）
正
二
位
按
察
使
六
十
歳

正
月
二
十
五
日
四
条
宮
焼
亡
。
「
か
く
て
、
あ
さ
ま
し
き
事
は
、
こ
の
廿
五
日
の
夜
、
四
条
の
宮
は
焼
け
ぬ
。
ざ
る
は
、
あ
ま
う
ゑ

な
ど
、
今
は
か
の
宮
に
こ
そ
は
住
ま
せ
給
へ
ぱ
、
い
み
じ
ぎ
事
な
り
や
。
大
納
言
殿
（
公
任
）
お
ぽ
し
た
つ
事
も
あ
る
に
、
『
い
と

を
し
き
わ
ざ
か
な
』
と
お
ぽ
し
て
、
ま
た
の
日
よ
り
ま
づ
対
一
を
急
ぎ
あ
は
せ
給
て
せ
さ
せ
給
ふ
」
（
栄
花
物
語
、
わ
か
ば
え
）
。

十
二
月
八
日
「
臨
昏
按
察
（
公
任
）
被
過
云
、
今
日
内
可
向
長
谷
、
依
有
方
忌
可
越
年
、
而
帰
京
日
未
定
其
期
者
、
疑
若
可
出
家
歎
」

（
小
右
記
）
。
長
谷
に
赴
き
越
年
す
る
と
の
公
任
の
企
て
を
聞
き
、
実
資
は
出
家
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。

十
二
月
十
九
日
「
今
日
按
察
向
長
谷
籠
居
云
々
、
又
過
舟
五
日
可
帰
京
云
々
、
不
知
一
定
」
（
小
右
記
）
。

「
か
く
て
四
条
大
納
言
殿
（
公
任
）
は
、
内
の
大
殿
上
上
（
教
通
室
）
の
御
事
の
後
は
、
よ
る
づ
倦
じ
は
て
給
て
、
つ
く
人
、
と
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公任年譜考（伊井）

万
寿
三
年
（
一
○
二
六
）
六
十
一
歳

正
月
二
日
定
頼
、
長
谷
に
籠
る
父
公
任
を
訪
れ
る
（
栄
花
物
語
、
こ
ろ
も
の
た
ま
）
。

正
月
四
日
公
任
、
解
脱
寺
に
お
い
て
出
家
（
日
本
紀
略
・
公
卿
補
任
・
大
鏡
裏
書
他
）
。

「
か
く
て
つ
い
た
ち
四
日
の
つ
と
め
て
、
御
堂
に
、
三
井
の
別
当
僧
都
（
心
誉
）
尋
ね
に
御
消
息
も
の
せ
さ
せ
給
へ
ぱ
、
参
り
給
へ

り
。
さ
て
心
の
ど
か
に
御
物
語
な
ど
あ
り
て
、
御
本
意
の
事
も
聞
え
給
へ
ぱ
、
僧
都
う
ち
泣
き
て
御
髪
お
ろ
し
給
つ
。
戒
な
ど
授
け

と
を
表
明
し
て
い
る
。

御
行
に
て
過
さ
せ
給
・
法
師
と
同
じ
さ
ま
な
る
御
有
様
な
れ
ど
、
：
…
．
こ
の
御
本
意
あ
り
と
い
ふ
事
は
、
女
御
殿
（
謡
子
）
も
知
ら

せ
給
へ
れ
ど
、
い
つ
と
い
ふ
事
は
知
ら
せ
給
は
ず
ｏ
か
上
る
程
に
、
椎
を
人
の
も
て
参
り
た
れ
ば
、
女
御
殿
上
御
方
へ
奉
ら
せ
給
け

る
。
御
筥
の
蓋
を
返
し
奉
ら
せ
給
と
て
、
女
御
殿
、

あ
り
な
が
ら
別
れ
む
よ
り
は
な
か
ｊ
ｆ
、
に
な
く
な
り
に
た
る
こ
の
身
と
も
が
な

と
聞
え
給
け
れ
ば
、
大
納
言
殿
上
御
返
し
、

↓
奥
山
の
椎
が
も
と
を
し
尋
ね
来
ば
と
ま
る
こ
の
み
も
知
ら
ざ
ら
め
や
は

女
御
殿
、
い
と
あ
は
れ
と
お
ぽ
さ
る
。
…
…
『
長
谷
上
堂
建
て
ん
と
思
ふ
に
、
北
に
当
り
た
れ
ば
い
と
恐
し
け
れ
ば
、
か
の
寺
に
年

の
内
に
行
き
て
、
四
十
五
日
そ
こ
に
て
過
し
て
、
来
年
の
二
月
ば
か
り
な
ん
京
に
出
づ
く
き
』
な
ど
い
ふ
事
を
の
給
は
せ
つ
上
、
…

：
．
か
く
て
女
房
な
ど
に
も
、
『
来
年
二
月
十
日
程
に
は
出
で
ぬ
べ
し
。
そ
の
程
心
細
し
と
思
は
で
あ
る
ば
か
り
ぞ
』
な
ど
の
給
は
せ

て
、
つ
ど
も
り
の
程
の
事
ど
も
な
ど
お
ぼ
し
徒
て
上
、
十
二
月
十
九
日
に
ぞ
、
長
谷
へ
入
ら
せ
給
へ
れ
ば
」
（
栄
花
物
語
、
こ
ろ
も

て
、
つ
ど

の
た
ま
）
。

公
任
は
二
月
十
日
余
に
長
谷
か
ら
帰
京
す
る
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
認
子
へ
の
歌
に
は
明
ら
か
に
山
で
出
家
す
る
意
思
の
あ
る
こ
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お
な
し
年
契
し
あ
れ
ば
君
か
ぎ
る
法
の
衣
を
た
ち
を
く
れ
め
や
（
五
五
四
）

五
五
二
番
歌
は
、
入
道
中
将
成
信
か
ら
の
、

ま
だ
な
れ
ぬ
深
山
隠
れ
に
住
ぷ
そ
む
る
谷
の
嵐
は
い
か
堂
吹
く
ら
ん

と
の
歌
に
対
す
る
公
任
の
返
し
（
栄
花
物
語
、
こ
ろ
も
の
た
ま
）
。
季
節
は
秋
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
二
首
は
、
道
長
と
の
贈
答
で
、

同
じ
く
『
栄
花
物
語
』
に
よ
る
と
、
公
任
の
出
家
を
聞
い
た
道
長
は
早
速
「
御
装
束
一
領
」
に
歌
を
添
え
て
長
谷
へ
届
け
た
と
い

う
。
こ
の
ほ
か
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
内
大
臣
教
通
や
斉
信
の
訪
問
の
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
秋
）
な
が
た
に
入
入
給
て
後
、
中
納
言
の
ま
い
り
給
て
か
へ
り
給
と
て
、
な
が
谷
よ
り

見
捨
て
は
か
へ
る
く
し
や
は
風
や
ま
ぬ
峯
の
紅
葉
の
の
ど
け
か
ら
ぬ
を
（
一
四
二
）

奉
り
給
ぬ
。
か
く
て
帰
り
給
ぬ
れ
ば
、
世
に
や
が
て
も
り
聞
え
ぬ
」
（
栄
花
物
語
、
こ
ろ
も
の
た
ま
）
。

世
を
そ
む
き
て
な
が
た
に
上
侍
け
る
比
、
入
道
中
将
の
も
と
よ
り
、
ま
だ
す
み
な
れ
ず
や
な
ど
申
た
り
け
れ
ば

谷
風
に
な
れ
ず
と
い
か
堂
思
ふ
ら
ん
心
は
は
や
く
す
み
に
し
物
を
（
五
五
二
）

お
な
し
所
に
侍
け
る
時
、
僧
の
装
束
・
法
服
な
ど
、
関
白
殿
よ
り
を
く
ら
る
と
て

い
に
し
へ
は
思
ひ
か
げ
き
や
と
り
か
は
し
か
く
き
ん
物
と
の
り
の
衣
を
（
五
五
三
）

嵐
吹
峯
の
紅
葉
も
見
ぬ
時
も
心
は
つ
ね
に
と
堂
め
て
ぞ
く
る
（
一
四
三
）

な
が
た
に
に
す
み
侍
け
る
比
、
か
ぜ
は
げ
し
か
り
け
る
よ
の
朝
、
中
納
言
定
頼
も
と
よ
り

ふ
る
郷
の
い
た
ま
の
風
に
ね
覚
し
て
谷
の
嵐
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
（
五
六
四
）

か
へ
し

返
し
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谷
風
の
身
に
し
む
ご
と
に
古
郷
の
木
の
も
と
を
こ
そ
思
ひ
や
り
つ
れ
（
五
六
五
）

『
定
頼
集
』
（
Ｉ
二
八
’
三
二
）
に
は
右
の
四
首
が
連
続
し
て
見
え
る
よ
う
に
、
同
じ
折
の
贈
答
歌
。
定
頼
が
父
の
公
任
の

も
と
を
訪
れ
、
そ
の
帰
り
と
帰
京
後
に
詠
み
交
し
た
歌
。
『
栄
花
物
語
』
（
こ
ろ
も
の
た
ま
）
で
は
後
者
の
二
首
が
示
さ
れ
、
次
い
で

「
雪
の
い
ゑ
じ
う
降
る
日
、
女
御
殿
よ
り
」
と
し
て
、

思
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
奥
山
の
深
き
雪
に
も
ざ
は
ら
ざ
り
け
り

の
歌
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
公
任
集
』
に
も
「
な
が
た
に
上
す
け
し
給
て
、
お
は
し
ま
し
は
じ
め
た
る
ゆ
き
た
か
き
日
、
お
な

し
女
御
の
御
も
と
よ
り
」
（
一
八
六
）
と
し
て
見
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
「
な
が
た
に
Ｌ
く
れ
な
ゐ
の
を
か
と
い
ふ
は
、
…
…
や
し
ほ
の
岡
と
つ
け
た
ま
へ
り
け
る
が
云
々
」
の
詞
書
を
持
つ

一
四
五
・
一
四
六
、
三
井
寺
の
入
道
中
将
成
信
と
「
こ
う
き
う
」
阿
闇
梨
と
の
贈
答
歌
（
一
四
七
’
一
五
二
）
、
「
み
く
し
げ
ど
の

（
公
任
孫
の
生
子
）
に
、
や
し
ほ
の
岡
の
め
で
た
き
を
御
覧
ぜ
さ
せ
ぬ
こ
と
」
と
す
る
一
五
三
’
一
五
五
、
禅
林
寺
僧
正
深
覚
と
の

贈
答
（
一
七
四
・
一
七
五
）
な
ど
も
、
同
じ
頃
の
歌
と
思
わ
れ
る
。

万
寿
四
年
（
一
○
二
七
）
六
十
二
歳

十
二
月
四
日
入
道
道
長
莞
去
（
六
十
二
歳
）
。

十
二
月
七
日
道
長
の
葬
送
。
公
任
は
こ
れ
を
聞
き
、
「
薪
尽
き
と
い
は
ま
ほ
し
ぎ
」
（
栄
花
物
語
、
つ
る
の
は
や
し
）
と
述
べ
た
と
い

ア
、
ノ
○

十
二
月
四
日
に
行
成
も
亡
く
な
っ
た
の
を
聞
き
、
公
任
は
都
の
斉
信
と
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
承
交
し
た
と
す
る
。

こ
の
事
ど
も
を
き
入
給
て
、
長
谷
の
入
道
の
御
も
と
よ
り
、
中
宮
大
夫
に
聞
え
給
け
る
、

返
し
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長
元
八
年
（
一
○
三
五
）
七
十
歳

長
元
四
年
（
一
○
三
一
）
六
十
六
歳

二
月
十
三
日
教
通
の
談
と
し
て
、
「
御
前
円
座
事
」
に
関
し
、
公
任
の
教
え
に
よ
る
故
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
左
経
記
）
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
な
ど
は
長
谷
ま
で
問
い
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

消
え
残
る
か
し
ら
の
雪
を
払
ひ
つ
上
寂
し
き
山
を
思
ひ
や
る
哉

と
な
ん
聞
え
給
け
る
（
栄
花
物
語
、
つ
る
の
は
や
し
諸

長
元
元
年
（
一
○
二
八
）
六
十
三
歳

（
四
月
）
四
月
に
、
な
が
た
に
上
ゑ
ん
よ
僧
正
の
ま
う
で
た
り
け
る
に
、
桜
の
盛
な
り
け
る
を
ゑ
て
、
い
み
じ
う
け
う
じ
て
帰
り
て
又

五
月
十
六
日
関
白
左
大
臣
頼
通
歌
合
が
催
さ
れ
（
左
経
記
）
、
相
模
・
資
業
・
定
頼
・
輔
親
な
ど
が
出
詠
す
る
。
『
袋
草
紙
』
に
よ
る

と
、
経
長
と
経
信
は
、
歌
合
の
判
詞
な
ど
を
携
え
て
、
長
谷
の
公
任
の
も
と
に
出
か
け
、
そ
の
評
定
を
乞
う
た
と
い
う
。

以
降
の
こ
と
。

中
宮
大
夫
御
返
し
、

春
過
て
君
を
待
け
る
花
な
れ
ば
ま
た
く
る
ま
で
は
ち
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
（
七
九
）

、

、

公
任
の
出
家
後
の
贈
答
歌
。
「
ゑ
ん
よ
僧
正
」
は
「
志
ん
よ
僧
正
」
（
心
誉
）
の
誤
写
か
。
心
誉
で
あ
れ
ば
、
僧
正
位
は
長
元
元
年

き
の
ふ
ま
で
お
し
み
と
め
て
し
山
桜
夜
の
ま
の
風
の
い
ぶ
か
し
き
哉
（
七
八
）

見
し
人
の
な
く
な
り
ゆ
く
を
聞
く
ま
上
に
い
と
堂
永
山
ぞ
寂
し
か
り
け
る

か
へ
し

の
日
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公任年譜考（伊井）

「
ま
こ
と
や
、
二
条
殿
に
お
は
し
ま
し
坐
時
に
、
鵜
の
魚
坐
食
ひ
て
候
ひ
け
る
を
、
入
道
の
大
納
言
ぎ
上
給
て
、
女
御
殿
（
生
子
）

の
御
方
に
、
鵜
の
魚
坐
食
ひ
て
候
ひ
け
る
事
な
ど
書
き
給
て
、

い
か
で
か
は
う
は
の
空
に
は
知
り
に
け
ん
か
も
め
見
ゆ
る
に
世
に
あ
へ
り
と
は

上
（
後
朱
雀
天
皇
）
渡
ら
せ
給
て
、
御
覧
じ
て
、

祈
り
つ
上
ゆ
る
ぶ
る
網
の
し
る
し
に
は
飛
ぶ
烏
さ
へ
も
か
上
る
と
ぞ
見
る

こ
れ
を
ぎ
上
給
て
、
又
大
納
言
ぞ
申
給
け
る
（
栄
花
物
語
、
暮
ま
つ
ほ
し
）
。

女
御
生
子
（
公
任
係
女
）
は
、
長
暦
三
年
閏
十
二
月
に
後
朱
雀
天
皇
の
も
と
に
入
内
。
父
教
通
の
二
条
邸
へ
の
出
御
は
、
長
久
元

年
十
月
二
十
二
日
以
降
の
こ
と
（
春
記
他
）
。
公
任
は
翌
年
正
月
に
亡
く
な
る
の
で
、
右
の
贈
答
歌
は
そ
の
間
の
こ
と
と
な
る
。
後

朱
雀
天
皇
の
二
条
院
滞
在
の
折
、
公
任
は
生
子
の
も
と
に
出
か
け
て
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
歌
に
対
し
て
、
公
任
の
返

歌
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
存
本
の
『
栄
花
物
語
』
は
以
下
の
記
事
を
欠
く
。

長
久
二
年
（
一
○
四
二
七
十
六
歳

正
月
一
日
公
任
没
（
扶
桑
略
記
・
大
鏡
裏
書
・
公
卿
補
任
他
）
。

る
だ
ろ
う
。

長
久
元
年
（
一
〔

へ

冬
ま
た
、
範
永
が
遍
照
寺
で
月
を
詠
ん
だ
「
住
人
も
な
き
山
里
の
秋
の
夜
は
月
の
光
も
さ
び
し
か
り
け
り
」
の
歌
を
、
定
頼
が
公
任

の
も
と
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
「
範
永
誰
人
哉
、
和
歌
得
二
其
体
匡
と
称
賛
し
た
。
公
任
の
評
を
耳
に
し
た
範
永
は
感
激
し
、
そ
の
歌

を
錦
の
袋
に
入
れ
て
重
宝
と
し
た
と
い
う
（
袋
草
紙
）
。
こ
れ
な
ど
、
出
家
後
も
歌
人
と
し
の
て
公
任
の
評
価
の
高
さ
を
示
し
て
い

（
一
○
四
○
）
七
十
五
歳
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（
『
公
任
集
』
詠
作
年
次
一
覧
）

（
参
考
文
献
）

年
譜
で
引
用
し
た
『
公
任
集
』
の
本
文
は
書
陵
部
本
に
従
い
、
島
原
松
平
文
庫
本
で
校
合
し
た
。
歌
番
号
は
私
家
集
大
成
に
よ
る
。

以
下
歌
の
番
号
と
該
当
す
る
年
次
を
示
し
た
。
推
定
に
よ
る
も
の
と
、
参
考
に
引
い
た
歌
も
含
め
て
お
く
。

１
正
暦
五
年
２
．
３
寛
和
二
年
肥
・
岨
長
徳
二
年
別
・
皿
天
元
五
年

Ⅱ
天
元
五
年
皿
永
観
元
年
躯
・
銘
正
暦
四
年
別
ｌ
船
寛
弘
二
年

村
瀬
敏
夫
「
藤
原
公
任
伝
の
研
究
」
（
「
東
海
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
２
輯
、
昭
和
三
十
五
年
三
月
）

竹
鼻
績
「
公
任
集
考
ｌ
成
立
の
問
題
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
第
的
号
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
）

竹
鼻
績
「
藤
原
公
任
の
研
究
ｌ
公
任
集
作
歌
年
次
考
ｌ
」
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
４
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
）

二
月
十
八
日
「
今
日
督
殿
（
資
平
）
御
消
息
云
、
明
日
為
訪
四
条
納
言
可
向
長
谷
、
可
相
伴
者
、
可
参
入
之
由
令
申
入
」
（
春
記
）
。

資
房
（
『
春
記
』
の
著
者
）
の
父
資
平
（
実
資
息
男
）
か
ら
、
明
日
中
納
言
定
頼
を
訪
う
た
め
長
谷
に
出
か
け
る
の
で
、
一
緒
に
来

る
よ
う
に
と
の
消
息
が
あ
っ
た
。
資
房
は
早
速
、
お
伴
を
す
る
旨
の
返
事
を
し
て
い
る
。

二
月
十
九
日
「
未
晴
参
督
殿
、
即
被
向
長
谷
、
予
候
御
車
後
、
已
時
参
着
、
中
納
言
被
謁
談
入
道
大
納
言
入
滅
作
法
、
煩
瘡
湿
、
十

日
許
滅
亡
由
也
、
元
日
午
時
許
入
減
給
云
々
、
午
時
許
帰
給
」
（
春
記
）
。
早
朝
、
資
房
は
父
の
資
平
の
も
と
に
出
か
け
、
す
ぐ
さ
ま

長
谷
に
赴
く
。
そ
こ
で
定
頼
と
面
談
し
、
入
道
大
納
言
公
任
の
最
期
の
様
子
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
公
任
は
瘡
湿
（
は
れ
も
の
で

あ
ろ
う
）
で
十
日
ば
か
り
煩
い
、
元
日
の
午
時
ば
か
り
に
没
し
た
と
い
う
。
こ
の
日
は
、
公
任
四
十
九
日
の
法
要
が
長
谷
で
催
さ
れ

あ
ろ
う
）
で
十
［

た
の
で
あ
ろ
う
。
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公任年譜考（伊井）

2152051951881821681451341241049782726057504029
1・II。l a ll

● ●

216196184169155135126 63b4436

寛
弘
元
年

寛
和
二
年

永
延
元
年

長
保
元
年

正
暦
三
年

永
観
二
年

寛
和
元
年

正
暦
元
年

天
元
五
年

長
徳
二
年

寛
弘
元
年

万
寿
三
年

寛
和
二
年

治
安
二
年

寛
弘
元
年

正
暦
五
年

正
暦
元
年

長
徳
元
年

銘
・
胡
・
寛
仁
二
年

卿
・
蛆
天
元
五
年

肌
・
舵
寛
弘
元
年

９

寛
和
二
年

５紺
・
加
長
徳
二
年

稲
・
刃
長
元
元
年

部
・
師
正
暦
二
年

Ⅲ
・
皿
寛
和
元
年

川
・
棚
長
保
元
年

卿
・
伽
寛
和
二
年

岨
・
伽
万
寿
三
年

開

寛
和
二
年

１剛
・
筋
万
寿
三
年

６８１

万
寿
三
年

Ｍ
Ｉ
Ｍ
寛
和
元
年

棚
・
川
寛
弘
元
年

川
・
剛
正
暦
元
年

７

長
徳
二
年

２

484468452424404387370360338329308259243240236232224218
1 ．。。II・lllll･
489469453425411396371363340311288251233

長
徳
元
年

長
保
三
年

長
徳
元
年

長
保
二
年

治
安
二
年

正
暦
二
年

長
保
四
年

長
保
三
年

寛
和
二
年

永
詐
元
年

正
暦
二
年

寛
和
元
年

寛
和
二
年

永
延
二
年

天
元
五
年

正
暦
二
年

寛
和
二
年

長
徳
三
年

490470460449416397372366358337325299252242237235226219

1．・ll。。III I ・
492471461418375367359328307256239227

長
徳
二
年

長
保
三
年

長
保
四
年

長
和
四
年

寛
弘
五
年

正
暦
元
年

長
保
元
年

寛
和
元
年

永
延
元
年

正
暦
三
年

永
観
二
年

正
暦
二
年

正
暦
二
年

正
暦
五
年

永
観
二
年

永
詐
元
年

永
延
元
年

長
保
二
年
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532527524513504

1．●●

533528515505

寛
弘
元
年

長
保
四
年

長
保
元
年

寛
弘
二
年

寛
弘
四
年

536530525522506

1 。・
5 3 8 5 2 6 5 0 7

治
安
三
年

万
寿
元
年

寛
弘
七
年

永
観
二
年

長
保
元
年

559555550539
●

560

長
保
三
年

寛
仁
元
年

寛
弘
六
年

長
保
元
年

564557552546
● 1

565554

永
延
二
年

万
寿
三
年

治
安
三
年

万
寿
三
年
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